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はじめに
 

障害者施策の実施にあたっては、国において障害者総合福祉法（仮）の議論が進められ、

障害者権利条約批准に向けた検討が図られているところですが、その効果的かつ適切な実

施を確保するためには、実態を確認するとともに、障害者のニーズや社会経済情勢の変化

を踏まえて、必要に忚じ施策等の見直しを行っていくことが重要と考えます。  

これらの確認や見直しを行っていくうえでは、障害当事者の積極的な参画が大切ですが、

このたび当協会では、このような観点から、厚生労働省の補助金により、障害者自立支援

法おける自立訓練（生活訓練）事業を調べ、その運用状況の実態を明らかにするための調

査を行いました。 

調査の企画、実施にあたり、自立訓練（生活訓練）事業を営む 5 事業所の方々にご協力

いただき、多忙な折にもかかわらず、懇切丁寧に対忚していただきました。また、本検討

委員会の委員長を務める奥野英子先生を始め、日本リハビリテーション連携科学学会「社

会リハビリテーション研究会」の皆様を中心に企画検討を進めてきました。調査にあたっ

ては、検討委員が調査員となり現地におもむき、資料収集やインタビュー調査を実施して

まいりました。調査にご協力いただきました事業所の皆様に対し、改めて、御礼申し上げ

ます。 

調査の結果につきまして、ここに取りまとめました。今後の障害者施策を推進し、また

住みよい社会を実現していくための参考となれば幸いです。  

 

 
 
 

平成 23 年 3 月 
財団法人日本障害者リハビリテーション協会 
         会長  金田 一郎 
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第１章 本研究事業の目的と仮説
 

第 1節 事業目的 

 障害者自立支援法の趣旨にもあるように、障害者自立支援法における「訓練等給付」

は、様々な障害のある方の能力を維持・向上を目的としたリハビリテーションを中心と

し、障害者自身の自立（自律）を促進するための事業である。 
訓練等給付の中の自立訓練における「生活訓練」は、知的障害者、精神障害者等の自

立と地域生活を実現するために実施されている。しかし、現時点では、この事業を活用

する際の標準的な支援方法や活用方法がまだ確立されていないのが現状であるといえ

る。 
そこで、本研究事業は知的障害者、精神障害者、発達障害者の社会生活力の向上と日

常生活のスキルアップのための支援について、先進的な支援事業所を調査することによ

り、その支援実態を明らかにすることを目的としている。 
現在、自立訓練（生活訓練）事業を十分に活用できる事業者が尐ない中で、全国にお

いて先駆的な良い取り組みをしている事業所の対象者、支援実態、支援プログラム、支

援結果等を示すことは、今後、同事業を展開していこうとする事業者にとって有益な情

報になると考えられる。 
 

 

第 2節 自立訓練（生活訓練）事業の概要 

（1）障害者自立支援法に定められた内容 

障害者自立支援法によれば、自立訓練（生活訓練）事業は、地域生活を営む上

で、生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知的・精神障害者

を対象とするとされている。具体的には次のような例が対象となるとされている1

（図表 1－1）。 
      

図表 1－1 自立訓練（生活訓練）事業の利用者像 
① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上

で、生活能力の維持・向上などを目的とした訓練が必要な者 
② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等

であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などを目的とした

訓練が必要な者       等 
                                                   
1 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより 



第 1 章 事業目的 

2 

 
自立訓練（生活訓練）事業は通所による事業（以下、通所型）と宿泊による事

業（以下、宿泊型）とに分類されており、通所による支援は日中活動を通じて、

当該の生活能力の維持・向上等を実施することとなる。宿泊による事業は、日中、

一般就労や外部の障害福祉サービス並びに同一敷地内の日中活動サービスを利用

している者等を対象としており、対象者に一定期間、夜間の居住の場を提供し、

帰宅後に生活能力等の維持・向上のための訓練を実施、または、昼夜を通じた訓

練を実施するとともに、地域移行に向けた関係機関との連絡調整を行い、積極的

な地域移行の促進を図ることを目的とするものである2。 
すなわち、入所施設や病院、学校などを中心に生活している者が、地域で生活

するための生活能力を維持向上するための訓練を行う事業であるということがで

きる。これらのサービス内容を整理すると次のようになる（図表 1－2）3。 
また、法律に定められた事業の趣旨と照らし合わせれば、サービス管理責任者

を中心として、個別支援計画を作成し、ケアマネジメントの概念のもと、利用者

の地域生活への定着を目的とした事業であるといえる。したがって、利用期限を

設け、サービス利用終了後は、地域の社会資源に引き継いでいくというプロセス

が自立訓練（生活訓練）事業を活用する主要な目的であると考えられる。 
 

図表 1－2 自立訓練（生活訓練）事業のサービス内容 
 通所型 宿泊型 

支援内容 食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の

相談支援等を実施 

個別支援計

画との関係 

通所による訓練を原則としつつ、

個別支援計画の進捗状況に忚じ、

訪問による訓練を組み合わせる4。 

個別支援計画の進捗状況に忚じ、

昼夜を通じた訓練を組み合わせ

る。 

利用期限 利用者ごとに、標準期間（24 ヶ月、

長期入所者の場合は 36 ヶ月）内

で利用期間を設定 

利用者ごとに、標準利用期間は原

則 2 年間とし、市町村はサービス

の利用開始から 1 年ごとに利用継

続の必要性について確認し、支給

決定の更新を実施 

 
 

                                                   
2 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより （同上） 
3 厚生労働省資料（2010） サービス管理責任者研修テキストより （同上） 
4 通所型の事業所において、訪問による支援を行う事業を本研究事業では便宜的に「訪問型」と表記する。 
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（2）自立訓練（生活訓練）事業における支援プロセス 

以上のような法律の趣旨を踏まえて、自立訓練（生活訓練）事業における支援

プロセスを整理すると以下のようになる（図表 1－3）。本研究事業の目的は、先

進的な事例を調査し、以下のプロセスの詳細を明らかにすることにあるといえる。 
 

図表 1－3 自立訓練（生活訓練）事業の支援プロセス 

入所施設・病院・特別支援学校など

生
活
訓
練
事
業

利用の必要性判断（アセスメント）

日常生活能力の維持向上を
目的とした
支援、訓練

地域生活開始
に向けた支援

地域生活定着に向けたフォロー

地域生活のための
相談サポート

カンファレンス

地域資源
とのつながり

モニタリング

個別支援計画

利用開始

利用終了

入所施設・病院・特別支援学校など

生
活
訓
練
事
業

利用の必要性判断（アセスメント）

日常生活能力の維持向上を
目的とした
支援、訓練

地域生活開始
に向けた支援

地域生活定着に向けたフォロー

地域生活のための
相談サポート

カンファレンス

地域資源
とのつながり

モニタリング

個別支援計画

利用開始

利用終了

 
 
①利用の必要性判断 

障害者自立支援法では、自立訓練（生活訓練）事業の利用者として、入所施設、

病院、特別支援学校等が想定されている。これらの施設等で生活している利用者

は、社会生活体験の制約や制限のために、社会生活を送るための能力（スキル）

が十分ではないことが多い。そのため、自立訓練（生活訓練）事業では、施設等

で長く生活することで失われた（減らされた）生活能力を、維持向上させること

が目的の一つとなっている。 
どのような利用者を対象とするか、いいかえるとどのような生活能力をどのよ

うにして維持向上させることができるかがポイントであるといえる。また、たと

え、自事業所だけで維持向上が難しい場合でも、他支援機関と連携した支援体制

を組むことができるかがポイントとなるといえる。 
いずれにせよ、利用者が自立訓練（生活訓練）事業を活用する必要性があるか

どうかを判断することが重要なステップであり、自事業所をどのような利用者が

利用すると効果的かを考えることもポイントといえる。 
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利用者の抱える生活課題は、利用者により異なる。また、自立訓練（生活訓練）

事業終了後に生活する地域社会にどのような社会資源があるのか（社会資源の集

積状況）も利用者によって全く異なる。したがって、最初に利用者の現状を把握

し、アセスメントする際には、利用者が生活すると想定される地域社会を見据え

た支援を行うことが重要であるといえる。 
 

②自立訓練（生活訓練）事業での支援・訓練 
その後、具体的な支援や訓練の必要性を判断した上で、自立訓練（生活訓練）

事業の利用開始となる。利用の際には、個別支援計画を策定し、支援内容及び進

捗管理を行っていくことが重要であるといえる。無論、計画通りにいくことがベ

ストということではなく、モニタリングを行い、利用者の経過に沿いながら必要

により軌道修正を行っていくことが必要である。 
アセスメントにもとづく計画策定、支援・訓練の実行、モニタリング（進捗評

価）、評価結果にもとづく支援内容の調整といった PDCA サイクル5を効果的に回

していくことで、自立訓練（生活訓練）事業の目標でもある「地域生活」を開始

することが重要である。加えて、地域生活が継続するように支援体制を整備して

いくことが重要であるといえる。 
なお、目的は同じであるものの、通所型と宿泊型でその支援形態に若干の違い

がある。 
通所型の場合は在宅生活と並行した利用となることから、在宅生活の環境、受

けている他の支援とあわせて、支援体制を構築することとなる。加えて、障害特

性によっては、通所できない場合も想定されることから、住んでいる自宅を訪問

しての支援・訓練も必要になってくるといえる（以下、訪問型）。場合によっては、

社会との接点を保ち、地域生活の中で自立訓練（生活訓練）事業を行うために、

このような訪問による支援も重要な位置づけとなっていくと考えられる。 
宿泊型の場合は、日中は一般就労や外部の障害者福祉サービスならびに同一敷

地内の日中活動サービスを利用している者等を対象に、一定期間、夜間の居住の

場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持向上のための訓練を実施、または、昼夜

を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に向けた関連機関との連絡調整を行

い、積極的な地域移行の促進を図ることを目的として実施している6。 
 
 
 

                                                   
5 PDCA サイクルとは P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)のマネジメントサイクルのこと。入念なア

セスメントにもとづき、最適なプランを策定し、実行する。その上で、その進捗を評価、モニタリングし

た上で、次の支援、計画につなげるとする考え方である。 
6 WAM-net ホームページより 
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利用者の抱える生活課題は、利用者により異なる。また、自立訓練（生活訓練）

事業終了後に生活する地域社会にどのような社会資源があるのか（社会資源の集

積状況）も利用者によって全く異なる。したがって、最初に利用者の現状を把握

し、アセスメントする際には、利用者が生活すると想定される地域社会を見据え

た支援を行うことが重要であるといえる。 
 

②自立訓練（生活訓練）事業での支援・訓練 
その後、具体的な支援や訓練の必要性を判断した上で、自立訓練（生活訓練）

事業の利用開始となる。利用の際には、個別支援計画を策定し、支援内容及び進

捗管理を行っていくことが重要であるといえる。無論、計画通りにいくことがベ

ストということではなく、モニタリングを行い、利用者の経過に沿いながら必要

により軌道修正を行っていくことが必要である。 
アセスメントにもとづく計画策定、支援・訓練の実行、モニタリング（進捗評

価）、評価結果にもとづく支援内容の調整といった PDCA サイクル5を効果的に回

していくことで、自立訓練（生活訓練）事業の目標でもある「地域生活」を開始

することが重要である。加えて、地域生活が継続するように支援体制を整備して

いくことが重要であるといえる。 
なお、目的は同じであるものの、通所型と宿泊型でその支援形態に若干の違い

がある。 
通所型の場合は在宅生活と並行した利用となることから、在宅生活の環境、受

けている他の支援とあわせて、支援体制を構築することとなる。加えて、障害特

性によっては、通所できない場合も想定されることから、住んでいる自宅を訪問

しての支援・訓練も必要になってくるといえる（以下、訪問型）。場合によっては、

社会との接点を保ち、地域生活の中で自立訓練（生活訓練）事業を行うために、

このような訪問による支援も重要な位置づけとなっていくと考えられる。 
宿泊型の場合は、日中は一般就労や外部の障害者福祉サービスならびに同一敷

地内の日中活動サービスを利用している者等を対象に、一定期間、夜間の居住の

場を提供し、帰宅後に生活能力等の維持向上のための訓練を実施、または、昼夜

を通じた訓練を実施するとともに、地域移行に向けた関連機関との連絡調整を行

い、積極的な地域移行の促進を図ることを目的として実施している6。 
 
 
 

                                                   
5 PDCA サイクルとは P(Plan)、D(Do)、C(Check)、A(Action)のマネジメントサイクルのこと。入念なア

セスメントにもとづき、最適なプランを策定し、実行する。その上で、その進捗を評価、モニタリングし

た上で、次の支援、計画につなげるとする考え方である。 
6 WAM-net ホームページより 
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③支援・訓練内容を整理する視点 
支援・訓練内容を整理する視点として、奥野、佐々木他（2006）7、奥野、野中

（2009）8、国立精神・神経医療研究センター研究所（2010）などがある9。 
これらの視点は、それぞれ特徴があり、いずれを活用するかは自立訓練（生活

訓練）事業を営む事業所が利用者の現状を踏まえて、検討する必要があるといえ

る。また、これらの先行研究や事業所運営をしてきた中での経験を踏まえて、事

業所独自にプログラムやマニュアルを作成しているところもある。いずれにせよ、

利用者の現状を把握するための視点（あるいはアセスメント、モニタリングの視

点）を持つことが重要になる。これらの視点を事業所が持つ意味としては、主に、

次の点があげられる。（図表 1－4） 
 

図表 1－4 アセスメント・モニタリングの視点 
①支援や訓練にあたる職員間で共通の視点で利用者をとらえることができる。 
②支援や訓練内容に関する振り返りを行う際に、ポイントを押さえて利用者に

伝えられる。 
③支援や訓練の進捗状況を構造的にとらえることで連携しやすくなる。 
 
利用者の小さな変化を敏感にとらえ、それに対忚する、あるいは、地域生活を

営む上で重要な課題となる事象かどうかを判断することが、支援者にとって必要

なスキルとなるといえる。 
 

④地域生活開始に向けた支援 
並行して重要になるのが、「地域生活開始に向けた支援」である。自立訓練（生

活訓練）事業の終了後に、どのような支援体制を構築していくべきかを検討する

ことになる。「利用者の住みたい場所」「利用者のニーズ」「ニーズ実現の可能性」

「支援体制の構築や調整」、必要に忚じて「家族との調整」を行い、利用者が利用

終了後も地域で生活し続けられるような支援を行うことが必要になる。 
この点に関しては、自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業者が関与しなけ

ればいけない範囲は地域によって異なる。ある地域では、地域の中にある相談支

援事業所等の機能が十分に充実しており、相談支援事業所が中心になり、定着に

向けたコーディネートを行っている事業所もあると想定される。一方、そのよう

                                                   
7 奥野英子、佐々木葉子、大場龍男他（2006）「自立生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル― 

知的障害・発達障害・高次脳機能障害等のある人のために-」中央法規出版 
8 奥野英子、野中猛編著（2009）「地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル―精神障害のあ

る人のために」中央法規出版 
9 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 吉田光爾 特定非営利活動法人ほっ

とハート委託（2010） 「生活訓練の実態調査および生活訓練（訪問型）研修の開発」厚生労働省障害者

保健福祉推進事業 
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な地域の中にある相談支援事業所等の支援機能が十分に整備されていない地域で

は、自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業者が地域生活定着に向けたコーデ

ィネート機能を担わなければならないことも想定される。 
また、支援体制を構築するための社会資源の集積状況による地域差も大きいと

言わざるを得ない。たとえば、地域生活維持のためには、訪問看護による支援が

必要であるのに、対象者の訪問看護を実施する事業者がない場合などである。こ

のような場合は、この不足分をなんらかの方法で補わなければいけないというこ

とになる。 
いずれにしても、地域生活を営む上で必要な体制を調整することが必要になる

といえる。特に宿泊型の場合は、自立訓練（生活訓練）事業終了後の住まいを確

定させないといけないことから、そのための支援が必要になる（例えば、不動産

会社に同行してのアパート設定支援など）。また、実際に地域生活をイメージして

もらうために、グループホーム等の体験利用や外泊訓練等を行うことになる。 
その他、支援終了後、自身の体調等の変化により SOS を発信しなければいけな

い時の SOS の発信先を確認する（認知する）ことも重要なポイントとなっている。 
これらのプロセスを経て、自立訓練（生活訓練）事業の利用が終了することに

なる。 
 

⑤地域生活定着に向けたフォロー 
事業を終了したら、そこで支援が終了するということではなく、地域生活が定

着するように一定程度のフォローを行うことが重要であるといえる。 
特に宿泊型の場合は、それまでの住まいから環境が大きく変わることから、生

活環境の変化に伴う調整や、相談対忚などが発生することも想定される。 
ここで重要になるのは、地域への引き継ぎということになる。ケアマネジメン

トの中心となる機関が自立訓練（生活訓練）事業を利用している期間を通じて一

貫して支援している場合は、この機関が地域生活定着に向けたフォローの中心と

なると考えられる。一方、そうでない場合は、そういった中心となる機関を構築

することが必要である。 
自立訓練（生活訓練）事業を実施する事業所には、フォローを行う相談支援事

業所等と連携をしていくことが必要である。 
 

⑥地域生活のための相談サポート 
自立訓練（生活訓練）事業終了後、一定期間の地域生活定着のためのフォロー

期間を経て、必要な場合に相談できる人や場があると地域生活を保持できる。そ

の機能は本来的には相談支援事業所が担うことになると想定される。 
そういった相談支援事業所の機能が充実しているところでは、支援終了後も相
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自立訓練（生活訓練）事業終了後、一定期間の地域生活定着のためのフォロー
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談支援事業所がケアマネジメントの中心となり支援を行うこととなるが、機能が

充実していないところでは自立訓練（生活訓練）事業所が引き続き、相談対忚を

する場合もあると想定される。 
 
 

第 3節 自立訓練（生活訓練）事業の実施プロセスと 

その課題 

（1）自立訓練（生活訓練）事業の実情 

ここまで、自立訓練（生活訓練）事業のプロセスを整理してきた。これらの内容は法

令やその施行令、厚生労働省令等を活用し、整理してきたものであり、大まかな自立訓

練（生活訓練）事業に係るフレームは示されているといえる。しかし、自立訓練（生活

訓練）事業の実施状況を見ると、事業の活用が十分に広がっていないのが現状であると

推察される（図表 1－5）。 
 

図表 1－5 自立訓練（生活訓練）事業の事業所数の推移10 

 2007 年 
(平成 19 年) 
12 月 

2008 年 
(平成 20 年) 
12 月 

2009 年 
(平成 21 年) 
12 月 

2010 年 
(平成 22 年) 
12 月 

通所型 439 655 760 826 
宿泊型 5 9 19 36 

 
この原因の一つとして、自立訓練（生活訓練）事業の実施内容が事業者側に十分に把

握されていないということがあると想定される11。そこで、本研究事業の目的に添い、

先進的な自立訓練（生活訓練）事業の実施状況を調査し、その内容を整理した。 
 

（2）実態把握の視点 

自立訓練（生活訓練）事業のここまでの整理から、自立訓練（生活訓練）事業の実施

状況を把握する上でのポイントは次の点にあると考えられる（図表 1－6）。これらのポ

イントを先進的な事業所ごとに整理し、その実態を明らかにすることで、本研究事業の

目的は達成できると想定される。また、実際の事業展開を考える事業所にとっても参考

になると想定される。 
                                                   
10 WAM-net 障害福祉サービス事業者情報 全国集計結果 各年の 12 月 31 日時点の数字を掲載してい

る。同日サービス提供中の指定事業所の数を掲載。 
11 この他にも、障害福祉サービス報酬等の経営上の問題、有期限であることの問題などがあると想定され

る。 
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図表 1－6 自立訓練（生活訓練）事業の実施状況の整理 
整理のポイント 内容 

①利用の必要性判断 ・対象としている利用者像 

②自立訓練（生活訓練）事業での支

援・訓練 
・支援開始時のニーズ 
・支援終了時のゴール 
・ゴールに到達するための支援プロセス 
 ※プロセスの整理の視点としての SFA 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

③地域生活開始に向けた支援 ・②と平行した実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

④地域生活定着に向けたフォロー ・実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

⑤地域生活持続のための相談サポー

ト 
・実施内容 
・他事業所（特に相談支援機能）との連携 

 
なお、本研究事業では、社会生活力（Social Functioning Abilities; SFA）に着目した

分析を行う12。ここで定義された視点にもとづいて、どのような支援が行われ、どのよ

うな変化が生じたかを明らかにすることで、支援の時間的経過を明らかにするとともに、

具体的な支援方法の一助となることを期待している。 
 
 

                                                   
12 詳細は第 8 章で述べる 
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12 詳細は第 8 章で述べる 
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第２章 調査手法
 

第 1節 調査対象 

調査対象とする事業所は、新体系の自立訓練（生活訓練）を実施している事業所で、

これらのサービスを利用しているケースを対象とする。また、調査対象者は主たる障害

として知的障害、精神障害、発達障害を有している方とする。 
後述する検討委員会等により、全国から 5 事業所 25 ケースの標本を以下のケース数

に従い抽出した。 
本研究事業では検討委員会委員が調査員となり、事業所を分担して調査を行った。調

査員は複数人体制とした。調査の標準化を図るため、先行して、1 事業所の調査（先行

調査）を行い、そこでの調査結果を踏まえ、調査趣旨、実施方法、調査実施内容の標準

化を図った。具体的には、先行調査実施後、検討委員会を開催し、前述の内容を確認す

る打ち合わせを行うこととした。 
 

図表 2－1 調査対象 
主たる障害 事業所数 ケース数 

知的障害者 2 事業所 10 名（各 5 名） 

精神障害者 2 事業所 10 名（各 5 名） 

発達障害者 1 事業所 5 名 

 
 以上の選定経過を経て、以下の事業所を調査対象とした。 

 

図表 2－2 調査対象事業所 
社会福祉法人札幌この実会 センター24 北海道札幌市 

社会福祉法人北摂杉の子会 
 高槻地域生活総合支援センターぷれいす Be 

大阪府高槻市 

社会福祉法人若竹会  
自立生活支援センター・ウイリー 

岩手県宮古市 

社会福祉法人町にくらす会 KUINA 茨城県ひたちなか市 

特定非営利活動法人ノンラベル ノンラベル 京都府京都市 
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第 2節 調査方法 

調査は「事前調査」「事業所・ケース調査」「深堀調査」により調査を実施した。それ

ぞれの調査を実施することにより、より詳細な調査ができることを想定した。 

 

（1）事前調査 

事前調査はあらかじめ調査対象となる事業所や調査対象者の状況をドキュメントに

より確認をする調査である。事業所及び調査対象者に関する以下のドキュメントを、各

事業所より収集することで、実際に訪問する前に必要な情報を収集しようとするもので

ある。 
加えて、事業所及びケースに関する簡便な質問紙調査を行った。質問紙調査も事前に

事業所やケースに関する情報収集を行うことを目的として実施した13。 
内容について不明な点がある場合は調査対象となる事業所と相談をし、必要な範囲で
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13 詳細は後述する資料編を参照 
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（2）事業所・ケース調査 

「事前調査」の内容を整理した上で、事業所を訪問し、あらかじめ設定された調査枠

組みにもとづき、半構造化面接法による聞き取り調査を実施した。主な内容は下表のと
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図表 2－4 事業所・ケース調査枠組 
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ケース記録にもとづき、支援内容に関する実態

と支援内容が変化するポイントを確認 
変化の原因を確認するとともに、支援による影

響を把握する。 
個別支援計画の見直しの原因と内容 

 
ケースカンファレンス等の支援の変化のポイントを明らかにするために、行動結果イ

ンタビュー（調査対象に関する支援の在り方を時系列で確認していく方法）により実施

することで、かかわった専門職員、支援エリア、支援頻度（概数）、支援手法及び期間

について整理した。 
時系列で支援の変化を追い、社会生活に向けて変化が生じたポイントを抽出する。そ

の上で、その変化が生じた原因や利用者の状況、及び、支援内容を明らかにし、時系列

でどのような支援がなされていたかを整理した。 
 
（3）深堀調査 

「事業所・ケース調査」のまとめ内容について確認する。特に各ケースの支援内容に

ついて確認するとともに、変化のポイントとその原因について、聞き取りを行い、内容

の補強を行った。検討は後述する検討委員会で行い、追加で調査しなければいけない内

容を抽出した。 
深堀調査は、原則、電話調査により実施し、必要に忚じて再度の訪問調査を行った。

再訪問の必要については検討委員会により協議の上、決定した。 
 
次章より、実際に 5 事業所の調査結果を記す。 
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第３章 取り組み事例 

「札幌この実会センター24」
 

第 1節 事業所概要 
（1）設立 

社会福祉法人札幌この実会は、1973 年(昭和 48 年)に開所した知的障害者入所更生施

設「手稲この実寮」が始まりである。知的障害者の「幸せ」を追求し、「家庭的な普通

の暮らし」を目指し、地域に根ざした事業展開を図ってきた。地域で普通に暮らすため

の努力を、利用者・保護者・支援者・法人運営者がそれぞれの立場で、ともに考えつつ

事業を進めてきた法人である。 
社会福祉法人札幌この実会は障害の程度や利用者の年齢等により法人内を 6 つのセ

クションに分けて運営をしている14。今回の調査対象の前身である「知的障害者通勤寮

札幌この実会センター24」は 1997 年(平成 9 年)に開設された。当法人では、一般就労

する人たちと福祉的就労をする人たちをグループに分けて支援を行うようになった。こ

の新しい形態の支援は、今まで知的障害者入所更生施設で生活してきた障害の重い人た

ちの地域移行をするきっかけとなった。その結果、2008 年(平成 20 年)に知的障害者入

所更生施設を廃止し、そこに入所していた利用者はグループホーム、ケアホーム等を中

心とした地域社会の中での暮らしを実現した。 
自立訓練（生活訓練）宿泊型としての「札幌この実会センター24」は 2009 年（平成

21 年）にそれまでの通勤寮であった施設が、新体系に移行し、スタートした。 
 
 

（2）設置・概要 

調査対象の設置と概要を示すと以下のとおりである（図表 3－1）。自立訓練（生活訓

練）宿泊型事業のみで運用しているということではなく、ケアホーム、グループホーム

等との連携のもと、一体的に支援を行っている。 
 
 
 
 
 

                                                   
14 このうちのセクションの 1 つは 2009 年(平成 21 年)に社会福祉法人あむとして別法人として独立してい

る。したがって、2011 年（平成 23 年）3 月時点では、5 つのセクションでの運営となっている。 
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図表 3－1 設置・概要 
法人名 社会福祉法人札幌この実会 

事業所名 札幌この実会センター24  自立訓練（生活訓練）宿泊型 

所在地 北海道札幌市西区二十四軒 4 条 6－2－7 
法人内 

関連事業所 

日中系：生活介護、就労移行支援、就労継続支援 

居住系：施設入所支援、居宅介護、行動援護、移動支援事業、重度訪問

介護、短期入所、ケアホーム、グループホーム 34 事業所 

札幌市障害者住宅入居等支援事業（独自事業） 

地域の 

関連社会 

資源 

・特別支援学校高等科 

・就労先企業（利用者の職場など） 

・市役所 他 

 
 

（3）利用者と職員の状況 

自立訓練（生活訓練）宿泊型事業の定員は 20 名であり、それに対忚する職員は兼務、

非常勤も含めて 5 名となっている。ただし、日中活動支援や共同生活援助、共同生活介

護一体型事業を行っているため、自立訓練（生活訓練）宿泊型事業に係る職員はこれよ

り多い。なお、法人全体では 169 名の職員がいる。 
 

図表 3－2 実施事業利用者の状況 
実施事業 利用者 

定員 
職員数 

宿泊型自立訓練事業 20 名 管理者      ：1 名 
サービス管理責任者：1 名 
生活支援員、地域移行支援員 ：3 名 
 （専従１名・兼務 2 名） 

 

 

（4）自立訓練（生活訓練）事業の位置づけ 

当事業所は、主に特別支援学校高等科を卒業した若年層を対象として、就労と自立し

た生活を続けていく力をつけることを目的とした事業所である。主に次のような支援の

柱を立てて、実践をしている。 
図表 3－3 支援の柱 

a 地域生活に必要なスキルを身に付ける 
（金銭〈労働＝賃金＝生活〉、身辺自立、人間関係、健康管理、余暇） 
b 経済的基盤の確立 
c 雇用安定の継続 
d 緊急時（SOS）の対忚 
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この前提となる考え方として、「一市民として暮らすことを目指す」という考え方が

あり、その一つの側面として、企業で働くことを大切にしている。利用者一人一人が一

般就労を継続し、年金等とあわせて経済的に自立できるようにすることを重視している。

したがって、当事業所では「就労していること」を利用条件としており、働くことを重

視する姿勢が見て取れる。 
「働くこと（労働）で、賃金を得て、それを基盤に生活する」という〈労働＝賃金＝

生活〉という考え方のもと、生活費を組み立てる金銭管理の支援を実施している。収入

（給料、障害年金など）と支出（生活費、就労における必要経費、こづかい、共益費な

ど）のバランスを理解し、計画的な生計の立て方を支援している。 
 

 
（5）支援の特徴 

 
①利用者像 

本事業所は、特別支援学校高等科を卒業し、就労を軸として生活を送ろうとし

ている方の利用が多い。新体系移行前は知的障害者通勤寮であったことから、主

たる支援対象は知的障害である。 
 

②社会人としての生活に着目した支援の実施 
障害基礎年金を受給し、就労先の企業からの賃金と合わせて、生活が成り立つ

ことを目標として支援を行っている。本事業所の利用者の多くが特別支援学校高

等科を卒業したばかりの人であることから、社会人として生活するために必要な

スキルである「金銭管理」「身辺（セルフケア）」「健康管理」「人間関係」「余暇」

などの広範な生活スキルの構築を目的とした支援が必要である。当事業所ではそ

のような支援体制を構築してきた。 
利用者が 2 年から 3 年で地域生活移行できるよう、自立訓練（生活訓練）宿泊

型では、「暮らしの中で学ぶ」ことを主たる支援のコンセプトとし、次の基本姿勢

をもとに支援を行っている。 
 

図表 3－4 支援の基本姿勢 
a 食事の提供 
b 働く人としての生活リズムの確立 
c 集団で暮らすことによる「仲間同士」15での学び 
 
また、生活能力を高めるアプローチとして、次のような方針のもと支援を行っ

                                                   
15 いわゆるピア活動の視点 
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ている。 
図表 3－5 支援方針 

①経済的自立：働いて得る賃金・お金の使い方 
②精神的自立：親等からの自立 
③身辺自立 ：自分の身の回りの整理等 「生活スキルトレーニング」 
（リフレッシュ＆クリーンデイと称する居室点検を年に 2、3 回実施） 
④その他、「雇用の安定・継続」「余暇」「対人関係の調整」 
 
この他の特徴としては、「体験型地域移行プログラム」が充実している。具体的

には次のようなことが行われている。 
 

図表 3－6 特徴的な支援プログラム 
a ナッツミーティング 
・利用者及び利用終了者混合のミーティング （月 1 回） 
・暮らしの場アンケート、個別支援計画にかかわる個人目標作成、地域で暮

らす際の注意点、実際に地域生活を行っている利用者の体験談 等実施 
b ディナーテイリング 
・退所後に利用可能性のあるグループホーム・ケアホームで提供されている

食事を食べに行くプログラム。地域生活を開始した時の「擬似体験」を行

い、地域生活移行へのモチベーションを高めることができる。 
c 見学 
・グループホーム、ケアホーム、単身向けアパートなどの見学。当事業所に

係るこれらの施設はそれぞれ特徴があり、見学することで具体的にどのよ

うな移行先がよいかを検討する。 
d グループホーム・ケアホーム体験利用 
・実際に外泊体験を行い、自分に適した地域生活移行を実感してもらう。ま

た、実際に地域生活移行を行う場所の選定をより具体的に行う。 
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第 2節 各ケースの記録 

（1）各ケースの属性 

 
図表 3－7 各ケースの属性 

 ケース A ケース B ケース C 
属性 男性 30 歳代 

知的障害 
自閉症 

女性 20 歳代 
知的障害（境界域） 
 

男性 20 歳代 
知的障害 
 

生活歴 ・企業で勤務中（非常勤） 
・精神科受診（てんかん） 
・小学校普通学級卒業 
・中学校特殊学級卒業 
・療育手帳取得 
・特殊学級高等科卒業 
・職場適忚訓練を活用し、

就職 

・企業で勤務中（非常勤） 
・母親が行方不明となり、

児童相談所入所 
・私立高校中退 
・その後、療育手帳取得 
・入所施設入所、退所後利

用開始 

・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校 2 年生より特殊学

級 
・療育手帳取得 
・高等養護学校（寄宿舎利

用）卒業 
・その後、旧通勤寮より活

用 
家庭 
環境 

・両親、弟、妹 
・母親が過干渉な傾向あ

り、当事業所より助言 

・両親ともに不明 兄弟な 

し 
 

・母、兄、弟 
・母、兄ともに知的障害（年

金受給 
・たまに帰省する 

経済 
環境 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（約 10 万円） 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（残業含約 15

万円） 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（残業含約 5 万

円） 
接点 
開始 
 
利用 
開始 

・就職先企業（障害者多数

雇用事業所）からの紹介 
・家族が在宅での就労の継

続に不安を感じた面も

ある。 

・児童相談所より相談あっ

たが、入所施設に入所 
・同施設より依頼があり、

入所 

・地元に就職先がなく、札

幌での就職を目指して

いたため、出身高等養護

学校から紹介 

利用 
終了後 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・グループホームに居住 
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る。 
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 ケース D ケース E  
属性 男性 20 歳代 

知的障害 
 

男性 20 歳代 
知的障害 
 

 

生活歴 ・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校普通学校卒業 
・療育手帳取得 
・中学校特殊学級卒業 
・高等養護学校卒業 
・その後、旧通勤寮より利

用 

・企業で勤務中（非常勤） 
・小学校 2 年より特殊学級 
・中学校特殊学級卒業 
・療育手帳取得。 
・高等養護学校卒業 
・その後、旧通勤寮より活 

用 

 

家庭 
環境 

・母、兄 2 人、姉 
・母親との関係が密 

・両親、兄、姉、弟 
・関係良好 しつけ甘い傾

向 

 

経済 
環境 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得 

・障害基礎年金 2 級 
・給与所得（月 15 万円程

度） 

 

接点 
開始 
 
利用 
開始 

・地元に就職先なく、札幌

での就職を目指してい

たため、出身高等養護学

校から紹介 

・地元に就職先なく、札幌

での就職を目指してい

たため、出身高等養護学

校から紹介 

 

利用 
終了後 

・ケアホームに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 

・民間アパートに居住 
・困った時にいつでも支援

できる体制をとってい

る。 
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（2）各ケースの支援経過 

以下、各ケースの支援経過を記載する。なお、内容は支援をしていく中で大きな

変化があったポイントを記載している。矢印はその変化にもとづいた継続的な支援

をさしている16。 
図表 3－8－1 ケース A の支援経過 

経過 

月数 
ケース A 

SFA 

項目 

コミュニケーションと人間関係 

働く 
金銭管理 衣類管理 住まい 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                   
16 点線囲いは事業所による支援、囲いがない文章は利用者の状態を表す。また、網かけは特に強調したい

変化のポイント（インシデントポイント）を表す。 
 GH はグループホーム、CH はケアホームを表す。 

掃除当番を当初受け

入れられなかった

が、徐々に受け入れ

られるようになる 

残業を断ることが

あった 
職場の雰囲気をと

らえきれていない

様子 

給与計算・小遣い調

べを実施 

予算外の物を買う 
ルールが守れない 

予算内で自分の支出計

画がたてられるように

なる 

TPO にあった服装に

ついて適宜、話し合い、

指摘をする 

初め母親が洗濯 
その後、納得のう

え、本人実施 

奇抜な服装をし

てくる 

リフレッシュ&クリ

ーンデイ 
必要により清掃状

況のチェック 
 

GH 体験実習 
1 か月 

ディナーティリング 

問題なし 

問題なし 

CH へ移行準備 

本

人

と

の

話

し

合

い

を

重

ね

る 

企

業

と

情

報

交

換

を

は

か

り

連

絡

を

密

に

す

る 
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図表 3－8－2 ケース B の支援経過 

経過 

月数 
ケース B 

SFA 

項目 

コミュニケーションと人間関係 

働く その他（余暇活動など） 
住まい 金銭管理 

セルフケア 

衣類管理 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

人の影響を受けやす

い面あり 

給与計算、小遣い調

べを行い、計画的に

金銭を取り扱う 

計画的なお金の使い方

と節約の重要性を理解

する 

障害者の施設であるこ

とに不満を述べる 

ひとり暮らしについ

て、すべきことが整理

される 

CH 見学 

TPO に合わせた服

装の指摘 

CH での生活は自分の生

活ではないと感じる 

お笑いライブなどに行

き、余暇活動を楽しむ 

本

人

と

の

話

し

合

い

を

重

ね

る 

企

業

と

情

報

交

換

を

は

か

り

連

絡

を

密

に

す

る 

障害の受容が進んで

いなかった 

障害の受容に変化が

見られる 
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図表 7－5‐2 ケース B の支援経過 
経過 

月数 
ケース B 

SFA 

項目 
病気・障害の理解 

外出・余暇活動 

就労生活 
家族関係 権利擁護 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族が特性を理解し、

関わり方を学ぶ 
障害特性を学び、感情

のコントロール、人間

関係構築の仕方を、「居

場所」を通じて学ぶ 

事業所内活動参加 
PC 訓練アシスタント 

関わりの長い

利用者や他の

利用者との会

話が成立する

ようになる 

複数の利用者

と関わり始め

る 

母親の障害特性理

解が始まる 

サービスが利用できる

ように行政等と交渉 

この過程の中で、家

族や本人から、当事

業所への信頼が深

まる 
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図表 7－5‐3 ケース C の支援経過 
経過 

月数 
ケース C 

SFA 

項目 
病気・障害の理解 家族関係 その他  

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分のイライラ

や怒りの程度で

「話しかけない

でほしい」と感じ

る 

障害特性を学び、感情

のコントロール、人間

関係構築の仕方を、「居

場所」、個別面談を通じ

て学ぶ 

家族が特性を理解し、関

わり方を学ぶ 
必要により個別の面談

等を実施 

障害特性を学び自己理

解を徐々に深める 

セカンドオピニオ

ンを受けることで

理解が深まる 

・転居に伴う転院、定期通院 
・通信制高校責任者との情報共有・相談 
・食生活に関するアドバイス 
・定期通所による生活リズム確立 

などの相談等を実施 
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図表 7－5‐4 ケース D の支援経過 
経過 

月数 
ケース D 

SFA 

項目 
病気・障害の理解 就労生活 コミュニケーション 家族関係 

1-3 

ヶ月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害特性を学び、感情

のコントロール、人間

関係構築の仕方を、「居

場所」を通じて学ぶ 

家族が特性を理解

し、関わり方を学ぶ 
英語、ダーツ、プログ

ラミング等のプログ

ラム実施 

就労の場作りの準備 

通信制高校に通

う利用者の学習

指導を行う 

障害特性を学び自己理

解を徐々に深める 

発達障害の特性を学こ

とで配慮ある関わり方

となる 

徐々に、利用者と

打ち解け、利用者

間で頼りにされ

る存在となる 

居

場

所

を

通

じ

た

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

を

継

続

的

に

実

施 
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図表 7－5‐5 ケース E の支援経過 
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※アサーション・・・自分の意見や気持ちをその場に適切な言い方で表現すること 
 

障害特性を学び、感情

のコントロール、人間

関係構築の仕方を、「居

場所」を通じて学ぶ 

夫など、理解者増える 
精神的に安定する 

出産、育児に関する決意

精神的にも安定 
「居場所」を通じて 
雑談する力が付いてくる 

アサーション方法への介入 
「居場所」を通じた支援 

自分の話ばかりす

るということは尐

なくなる 

出産のため利用休止 

「30 歳以上の女性の居

場所」に参加 

クールダウンの導入タ

イミングの検討 
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（3）各ケースの支援のポイント 

ここでは、各ケースの支援の特徴を示す。特に、支援を実施することで生じた利用者

の行動変容に着目してそのポイントを示す。 
 

①Aケース 
思春期の暴言、暴力から発達障害であることが分かり、両親がノンラベルの月

例家族会を中心に特性を学び続け、個別相談支援で具体的対忚を積み重ねてきた。 
生活訓練（別室で安心できる支援員と共に麻雀をする）等の訓練を通じ、母親

同行から一人での通所ができるようになり、二次障害としてのパニック障害、社

会恐怖症が軽減してきた。「暴力をふるう対象がいるから、暴力が出る」ことから、

弟の別居、暴力による母親の入院、実家での療養、父子 2 人の生活の中での父と

の会話の成立を経て、本人、家族との相談支援を続け、理事長自ら作成したソー

シャルストーリ―による心理教育を本人及び家族に対し実施した。また、通信制

高校との協働支援も効を奏し、暴力もほぼなくなってきている。不安定さもあり

ながら、通所による対人関係トレーニングを継続している。 
★インシデントポイント：支援していく上でのターニングポイント 

利用開始後 4 か月目頃に、母親より 8 か月遅れで父親が月例家族会で障害特性

を学び始めた。これにより、父親は母親と共に本事業所の定期的なカウンセリン

グを受け、ただ叱るだけの対忚から、尐しずつ本人の特性を理解する対忚に変化

し始めた。最近は本人より、「お父さんにも職場で苦手な人がいるのだな」との、

本人の独り言も聞かれるようになっている。 
利用開始後 4 か月目頃から、ノンラベルに通所する利用者が本人の家庭教師を

担当するようになり、対人関係に恐怖を感じている本人の行動が尐しずつ変わり

始めた。 
このような経過をたどる中、利用開始後、12 か月目頃から本人の定期通所が始

まった。当初は理事長と他スタッフ、もしくは、同行した母親 3 名と本人の 4 名

で 2 階の会議室で麻雀を始めることからスタートした。そのうち徐々に人慣れ、

場慣れが進み、現在では、他の利用者がいる１階の談話室で職員が一人一緒にそ

の場にいれば、他の利用者と共に麻雀やゲームを楽しむことが出来るような行動

の変容が見受けられている。 
 

②Bケース 
自閉症スペクトラムの主な特性である対人関係が幼児期から顕著に表れている

ことが特徴である。女性グループに入りづらく、通所開始後 1 年余りはスタッフ

以外では特定の男性としか関係を築けなかった。 
パソコンでの情報処理、WEB 関係、動画編集等を得意とし、他の利用者の PC
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訓練等のノンラベル内の作業を手伝う。自己変容したいという気持ちが強く、利

用開始よりほぼ毎日通所が続いている。手工芸品の手作り作品にも意欲的に取り

組んでいる。 
★インシデントポイント：支援していく上でのターニングポイント 

福祉サービス受給者証の申請に関し、半年以上の日数をかけてノンラベル担当

者が利用者の生活している地域の行政担当者とやり取りをしたことが、本人との

信頼関係構築に繋がった。 
また、利用者への PC 訓練の指導的立場で役割を果たすことにより、スタッフ

との関わりが増えた。通所が安定し、日数が増えてきていると比例して、雑談力

が向上してきている。関わりの長い利用者との会話が成立し始めてきており、苦

手なタイプな方とのパーソナルスペースの持ち方についても徐々に学んできてい

る。 
 

③Cケース 
精神科による誤診、誤薬、二次障害による様々な精神症状等の体験、母親喪失、

いじめ体験などの、フラッシュバックから乖離状態（意識、記憶障害）が生じて

いる。 
他者を傷つけるのではないかという意識が強く、深読みしすぎて、感情のコン

トロール力を失うことがしばしばある。相談支援面接で不安の要因を明らかにす

ることで、正常な感情レベルを直ぐに取り戻せるようになってきた。明るくコミ

ュニケーションも利用中基本的に問題はない。 
高校とのチームサポートを継続しており、スポット的なサポートのみで安定し

て、通学、通所している。 
★インシデントポイント：支援していく上でのターニングポイント 

はじめて父親がノンラベルを訪問してから約半年後に、本人の障害理解の月例

家族会参加が始まった。本人の通所は利用開始当初から「お世話になります」と

の礼儀正しいあいさつがあり、対人関係構築のスキル上は問題ないと考えられた。

他の利用者が参加する定期的な余暇活動にも積極的な参加を見せている。 
転居に伴い、ノンラベルが転院の手配、電化製品の調達へのアドバイスを含め、

きめ細かな支援が本人との信頼関係構築に大きく影響していると考えられた。ま

た、日頃の関わり以外に、法人提携の個別カウンセリング（有料）も受け、課題

整理を行っている。 
 

④Dケース 
自己知覚、自制心、他者の気持ちを読み取る力、親和性、日常生活能力など特

に問題はないと判断される。パソコンプログラミング開発など高機能な能力を有
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第８章 自立訓練（生活訓練）事業のあり方
 
 本研究事業「知的障害者・精神障害者の地域生活を目指した日常生活のスキルアップの

ための支援の標準化に関する調査と事例集作成」を通して明らかになった自立訓練（生活

訓練）事業の実態と課題をまとめたい。 

 また、今後の本事業のあり方を検討するために、そもそも「生活訓練」とは何かを明ら

かにするために、わが国における生活訓練に関わる歴史的な経緯を振り返るとともに、活

用することができる様々なプログラムの概要を紹介したい。 

 さらに、今後、自立訓練（生活訓練）事業が本来の目的を達成でき、本事業を効果的に

実施できるようになるための提言等をまとめたい。 

 

第 1節 自立訓練（生活訓練）事業の実態と課題 

（1）自立訓練（生活訓練）事業の取り組みと実践プログラムに関する 

アンケート調査 

今回の調査にご協力いただいた 5 事業所に対して、それぞれの事業所において「生活

訓練」についての捉え方、自立訓練（生活訓練）事業実施上で直面している困難なこと、

また、本事業を今後、全国的に推進していくためには、どのような改善が必要か等につ

いて伺う調査を実施したので、それらの結果を以下にまとめたい。 
 

主な質問項目は、以下の通りであった29（巻末資料 2 参照） 
1. 障害者自立支援法における「自立訓練（生活訓練）事業について、①宿泊型、

②通所型、③訪問による生活訓練（「訪問型」とする）の 3 種類のうち、そ

れらを選択した理由、実施上で困っていること、今後、制度として改善して

ほしいこと 
2. 生活訓練を実施する際に参考にしているプログラムの名称と、事業所で生活

訓練として取り組んでいる内容について、「社会生活力プログラム」モジュー

ル項目を参考に、①実施している項目、②事業所独自の文章化・様式化した

プログラムの有無、③社会生活力プログラム・マニュアルの活用、④個別支

援として実施、について 
3. 自立訓練（生活訓練）事業を実施するに当たり、また、本事業の推進を図る

ために、今後必要なこと 

 
 
                                                   
29 資料編参照 
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（2）実施している自立訓練（生活訓練）事業の種類とそれを選択した理由 

どのような種類の自立訓練（生活訓練）事業を実施しているかについては、以下の通

りであった。 
①宿泊型  1 事業所 
②宿泊型と通所型 1 事業所 
③通所型  1 事業所 
④通所型と訪問型 2 事業所 

その種類を選択した理由は、以下の通りであった。 
①宿泊型 

・社会的入院者の社会復帰のための中間事業所の役割を果たすため 

・退院促進のため 

・圏域における社会資源として必要なため 

・通勤寮として培った就労と地域生活のノウハウをいかすために、旧法知的障

害者通勤寮より移行した。 

②通所型 
・地域生活を営んでいる方の生活能力の維持・向上を目的として、訓練を希望

する方に対忚するため 

・地域活動支援センターを利用したい方のステップアップを図るため 

・当事業所は 3 障害を対象としているが、生活訓練は精神障害者に特化してお

り、生活のリズムを整える（服薬や睡眠・排泄を含め）ことに焦点を当てる

等、精神障害者の継続的な地域生活支援にこのサービスを充てているため 

・当事業所は地方自治体（市）によって設置、運営されていた通所事業所の統

廃合に伴って開設された。事業者は公募されたが、その実施にあたって、事

業の組み合わせは市が指定したものであり、そのなかに自立訓練事業が含ま

れていた。 

・それまで「居場所」として安心の場を提供してきた経緯があり、その環境を

継続しつつ、提供するサービスを充実させていきたかったため 

③通所型・訪問型 
・3 障害を対象としているが、本事業所では自立訓練（生活訓練）事業は精神

障害者に特化しており、生活のリズムを整える（服薬や睡眠・排泄を含め）

ことに焦点を当てる等、精神障害者の継続的な地域生活支援にこのサービス

を充てているため 

④訪問型 
・通所が精神状態等の理由で困難になられた方、お一人で生活されていて買い

物・片づけが苦手で困っておられる方、通所一歩手前の方等への様々な訪問

による支援が必要な方がおられたため 
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（3）実施上で困っていること、改善してほしいこと 

各事業所が実施上困っていること、改善してほしいことについて、以下のような項目

があげられた。 
①宿泊型 

・利用者の確保 

・有期限であること（30 年入院した者も 5 年入院した者も同じ期間が適切か） 

・日中活動と比べ、報酬が安い 

・高齢者（化）の問題 

・3 年目からの報酬削減 

ア 18 歳以上で利用開始する利用者は必ずしも 2 年間で障害基礎年金を受給

できるわけではない。本人の「給料＋年金」で経済的自立ができる人も多

く、利用期限が 3 年になる見込みの人が多い。 

イ 社会的問題を抱えるケースについては、2 年間の利用で地域生活移行可能

な人は尐ないため、困難ケースの受け入れを控える傾向になってしまう。 

②通所型 
・利用者の確保 

・利用修了後の日中活動の場がない。（生活介護、就労継続支援 B 型、または

地域活動支援センターに適忚しない方） 

・サービス提供の期限が 2 年間と限定されていることは大きな問題である。現

状では、特別支援学校の段階から先を見通した生活スキルトレーニングが十

分に行われているとは言い難く、特別支援学校卒業後から自立訓練を実施し

たとしても、2 年間という限られた期間で到達できる目標には限りがある。 

・職員の最低配置基準が低い。当事業所は多機能型で運営しているため、他の

事業と職員を共有する形で配置し、一定程度の数のスタッフを確保している

が、十分であるとはいえない。最低配置人数を増加させるのであれば、それ

に伴って報酬単価が見直されるべきである。 

・原則 2 年間の期限では、高機能の自閉症スペクトラムの特性をお持ちの方に

とっては、「人と場所に慣れる」期間でしかないケースが多く、3 年目の延長

申請を多くの方に行ってもらっている。期限の撤廃を求める。 

・その場、その時の相談で、心的ストレスが解消できることが多く、個別の「相

談支援面接」を利用時間内で受けられるようにするため、支援員体制充実等

のための報酬単価の見直しや、新たなサービスの体系化が必要である。 

③通所型・訪問型 
・精神障害者を対象としているため、サービスの利用期限があることに困って

いる。 
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（3）実施上で困っていること、改善してほしいこと 

各事業所が実施上困っていること、改善してほしいことについて、以下のような項目
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・3 年目からの報酬削減 

ア 18 歳以上で利用開始する利用者は必ずしも 2 年間で障害基礎年金を受給
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④訪問型 
・事業所から居宅まで距離がある場合、支援員の体制に困難があり、また交通

費等本人の負担が生じてしまう。 

・訪問による「相談支援面接」のニーズがある方は多く、その実態を把握して

ほしい。 

 
（4）参考にしているプログラム、各事業所で作成されたプログラム 

各事業所において、「生活訓練」を実施するに当たり、参考にしているプログラムと

して、以下のようなプログラムがあげられた。 
ア 社会生活力プログラム 

時間、人的資源などの制約により、プログラム内容をそのまま取り入れること

は困難なので、「社会生活力プログラム」を参考にしてプログラムを開発した。 

イ Life Skills Training（生活スキル訓練） 
オーストラリア・ビクトリア州政府人間サービス部（Dept. of Human Services）

が開発した社会生活スキルに関する訓練マニュアルを参考にしている。マニュア

ルは英文のため、直接使用するのではなく、基本的な概念などを参考にした。 

ウ ACT 
プログラムの実施は施設をベースに行うのではなく、地域ベースを主としてサ

ービスの提供を個人に焦点を当てて行っている。 

エ TEACCH 
法人全体で導入しており、TEACCH を参考に、施設内を「視覚的構造化」して

いる。 
オ その他 

企業就労と地域生活維持支援を支え続けてきた旧通勤療としての支援のノウハ

ウの中から、必要なもの（基礎的）をピックアップしてプログラム化し、「暮らし

の基本帳」や「チャレンジ Cooking Book」等を作成し、使用している。 
高機能の自閉症スペクトラムの特性のある方（成人）へのサポートに特化して

いるため、参考とするプログラム、援助技法等がほとんどなく、利用者さんのニ

ーズに忚じる形で、すべてオリジナルで展開してきている。 
 

（5）生活訓練として取り組んでいる内容 

各事業所においてどのような内容の訓練・支援を実施しているかを把握するために、

精神障害のある方を対象とする「地域生活を支援する社会生活力プログラム」と、知的

障害・発達障害等のある方を対象とする「自立を支援する社会生活力プログラム」にお

けるモジュール項目を参考に、支援している項目に○をつけていただいた。また、独自

の文章化・様式化したプログラムの有無、「社会生活カプログラム」の活用の有無、プ
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ログラム等はなく個別支援として実施しているか等について回答を求めた結果、以下

（図表 8-1-1）のような状況が明らかになった。 
 

図表 8－1－1 回答結果【精神障害関係】（回答事業所数 2） 

 
 

項目番号 項目名 

（モジュール） 

実施してい

る 

独自の文章化・

様式化したプロ

グラムあり 

社会生活力プ

ログラムを活

用 

個 別 支 援

と し て 実

施 

1 精神科医療     

2 健康管理 2   2 

3 食生活 1   1 

4 セルフケア 1   1 

5 生活リズム 2   2 

6 安全・危機管理 1   1 

7 金銭管理 2   2 

8 すまい 1   1 

9 掃除・整理 2   2 

10 買い物 2   2 

11 服装 2   2 

12 自分と病気・障害の理解 1   1 

13 コミュニケーション 1   1 

14 家族関係 1   1 

15 友人関係 1   1 

16 支援者との関係 1   1 

17 教育と学習 1   1 

18 就労生活 1   1 

19 恋愛・結婚・育児 1   1 

20 外出・余暇活動 1   1 

21 地域生活・社会参加 2   2 

22 生涯福祉制度 1   1 

23 日中活動 2   2 

24 地域生活サービス 2   2 

25 権利擁護     

項目の累計 32 (2 事業所の内訳：9 項目、23 項目) 32 
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以上の通り、2 つの事業所が精神障害を対象とする社会生活力プログラムのモジュー

ル項目を使って回答してくれたが、1 つの事業者は 25 項目のうち 9 項目を実施してお

り、もう一つの事業所は 23 項目を実施していた。 
2 事業所とも、事業所独自で文章化・様式化したプログラムはなく、また、既存の社

会生活力プログラムも活用しておらず、支援者が個別支援として実施していることが明

らかになった。また、2 事業所とも「精神科医療」と「権利擁護」については取り組ん

でいないと回答された。精神科医療につては、服薬指導であるとか、精神科医療につい

ての支援をしていると想定されるが、事業所は医療機関ではないので取り組んでいない

という回答になったと考えられる。 
 
次に、知的障害・発達障害のある方を対象とする社会生活カプログラムの項目に準じ

て回答してくれた事情所は 4 事業所であった。全体的な結果は図表 8－1－2 の通りで

あった。 



第 8 章 自立訓練（生活訓練）事業のあり方 

100 

図表 8－1－2  回答結果【知的・発達神障害関係】（回答事業所数 4） 

注１）2事業所の内訳：14項目、6項目 

注２）4事業所の内訳：6項目、12項目、4項目、15項目 

 
以上の通り、4 つの事業所が知的障害・発達障害を対象とする社会生活カプログラム

のモジュール項目を使って回答した 25 の項目すべてが実施されていることが分かった。

そのうち、すべての事業所が取り組んでいる項目は「掃除・整理」であった、3 事業所

項目 
番号 

項目名 
（モジュール） 

実施して

いる 

独自の文章化・様式化

したプログラムあり 

社会生活力プロ

グラムを活用 

個別支援と

して実施 

1 健康管理 3 1  2 
2 食生活 3 2 （1） 1 
3 セルフケア 3 2 （1） 1 
4 時間管理 3 1  2 
5 安全・危機管理 2 1  1 
6 金銭管理 3 2 （1） 1 
7 すまい 2 1  1 
8 掃除・整理 4 2 （1） 2 
9 買い物 3 1  2 
10 衣類管理 2 1  1 
11 自分と障害の理解 2   2 
12 コミュニケーションと人間関係 3   3 
13 男女交際と性 1   1 
14 結婚 1   1 
15 育児 1   1 
16 情報 2 1  1 
17 外出 3 1 （1） 1 
18 働く 3 1  2 
19 余暇 3 1 （1） 2 
20 社会参加 1   1 
21 障害者福祉制度 2   2 
22 施設サービス 1 1   
23 地域サービス 2 1  1 
24 権利擁護 1   1 
25 サポート 1   1 

取組項目の累計 55 20  注 1） （6） 35 注 2） 
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が取り組んでいる項目は「健康管理」「食生活」「セルフケア」「時間管理」「金銭管理」

「買い物」「コニュニケーションと人間関係」「外出」「働く」「余暇」の 9 項目であった。 
2 事業所は独自に文章化・様式化したプログラムをもっており、1 つの事業者は 25

項目のうち 14 項目を、もう一つの事業所は 6 項目を作成し、実施していた。そのうち

の 1 事業所は「社会生活力プログラム」を基にしてその事業所の職員体制等を考えて使

いやすい内容にしたプログラムを作成していたので、社会生活力プログラムの欄に（ ）

で再掲した。 
プログラムやマニュアルはなく、支援者が個別支援として実施している項目（合計

35）を挙げた事業所は 4 つの事業所であった。4 事業所が個別支援として取り組んでい

る項目は、それぞれ 6 項目、10 項目、4 項目、15 項目であった。 
 
（6）自立訓練（生活訓練）事業を推進するために必要なこと 

自立訓練（生活訓練）事業がまだ全国的に普及していない現状から、本事業を今後普

及するためには、どのようなことが必要かについては、以下の通りであった。 
①自立訓練（生活訓練）事業についての研修会 

・長期入院者（特に精神障害者）や入退院を繰り返している方（10 回以上）

については、有期限は短い。何回か利用できる仕組みが必要で、そのために

は医師や医療従事者を中心とした研修会や定期的な事業所との会議が望ま

しい。 
・生活訓練の事例（成功例・活用例）を知る機会とする研修会が必要 
・全国組織として日本知的障害福祉協会の中に「通勤療分科会」があり、現

在は宿泊型に移行した事業所も一緒に活動している。昨年より、全国大会は

「通勤療・宿泊型自立訓練事業所等研究大会」として研修会を実施している。

その他、地区毎にも研修会がある。 
・自立訓練事業の目的、期待される役割などが明確ではないので、それを明

確化した上で、実施方法、内容の基本となる情報を手に入れる機会が必要で

ある。当事業所の場合は、たまたま開設準備中に「社会生活力プログラム」

の存在を知って、参考にさせていただいたが、自分達の事業所内で実施でき

るプログラムを作るのに多大な時間と労力を必要とした。 
・本人にとって、生活面での多様なサポートに対忚できるサービスであり、

自己肯定感や意欲を高める上で、「就労」というハードルの前に利用してほ

しいトレーニングでもある。各地域で、本事業に取り組む事業所が増えるこ

とを望む。 
②担当する職員の確保 

・現行事業所の配置基準は 6：1 であるが、個人の訓練目的に対忚するために

は、もっと手厚く職員配置をする必要がある。 
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・その障害に合ったプログラムの構築ができるように、特性を理解した者（専

門性をもった者）の確保が必至である。 
・当事業所においては、職員の確保は現在のところあまり苦労はしていない

が、福祉施設全般に職業として不安定要素の多い職種となっていることから、

若い人材の忚募が尐なくなっている傾向がある。また、人に関わる仕事やき

れいごとではすまない仕事を敬遠する傾向が増えているのではないか。人間

（ひと）が生きることに深く関わる仕事なので、職員として成長するには時

間がかかる。 
・当事業所の場合は、多機能型であることから、作業療法士、社会福祉士、

精神保健福祉士、看護師など、多職種が関わりながら支援しているが、これ

らの専門性を持った職員を確保するのは一般的には困難が伴うと思われる。

また、当事業所においても、他事業と並行しながら自立訓練を実施すること

で、職員への負担が生じている。 
・現行の「精神」区分では、通所が不安定であること等から、事業収入の不

安定さ、尐なさから、必要な支援員等の確保が困難である。また、事務職員

を置くことが、上記理由からも極めて困難であり、様々な面で支障をきたし

ている。 
③自立訓練（生活訓練）の報酬単価の改善 

・上記「②担当する職員の確保」に見合う報酬単価を望む。 
・休日、夜間等、電話相談や訪問等についても、報酬単価を設定してほしい。 
・他の通所系のサービスと棲み分けるために生活訓練で「丸め」るのではな

く、サービスを細分化する、訪問回数の上限を増やす。 
・日中活動と同じ程度の報酬単価が必要。1 事業所に 7 人程度の職員が確保で

きるようにしてほしい。障害が軽いということが、支援量が尐ないというこ

とではない。 
・報酬単価の改善は望まれるが、単価そのものの問題とは別に、支払方法が

日払いとなっていることのほうがより大きな問題であると考える。一時的に

利用率が下がったとしても、職員を出勤停止にするわけにはいかず、また、

日々の利用の有無に関わりなく、事務処理、事業所のハードウェアの維持管

理などの費用は一定程度発生するので、事業経費をすべて日払いで計算する

という考え方自体がナンセンスではないか。 
・人材（支援員、サービス管理責任者、事務職員等）確保や安定的な活動展

開のためにも、大幅な増額が求められる。 
④その他 

・デイケアとのすみわけをどのように考えているか明らかにしてほしい。 
・地域支援の一部に「宿泊型自立訓練」があり、他事業所と連携することに
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・その障害に合ったプログラムの構築ができるように、特性を理解した者（専
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が、福祉施設全般に職業として不安定要素の多い職種となっていることから、
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よって、地域移行、地域生活の維持、一般就労の継続が可能になると考える。

「自立支援法」の「日中と夜間と分離する概念」を否定するものではないが、

生活の基盤と企業就労の安定は一体的支援に支えられ、維持されていると考

える。旧通勤療が核となり、地域生活を展開してきた事業所については、宿

泊型事業所が地域支援センターとして活動していくことが重要と考える。 
・サービス利用中の個別の「相談支援面接」やカウンセリングが必要な方が

多いが、「面接」に対忚するスタッフを人的・体制的に保障できるように、

新たなサービス体系を作るか、現行の生活訓練等の中に「加算」等を加える

等、現場や訪問での「相談支援面接」が利用できるようにしてほしい。 
 
 

第 2節 障害者権利条約における「リハビリテーション」 
2006 年(平成 18 年)に国連によって採択された「障害者権利条約」は、21 世紀における

初めての人権条約であり、障害のある人に対するあらゆる差別を禁止する重要な法的規定

である。具体的な領域としては、あらゆる生活の場面、リハビリテーション、教育、保健、

情報・公的施設・サービスの利用可能性（アクセス）などが含まれている。 

今後の障害者福祉や障害者のリハビリテーションは、「障害者権利条約」を基底にして

実施していくことが求められるので、以下に確認をしたい。 

 

第 1 条に「目的」が規定されており、以下のとおりである。 
第 1条目的 

この条約は、すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を

促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的

とする。 
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な障害を有する者であって、様々

な障壁との相互作用により他の者と平等に社会に完全かつ効果的に参加することを妨げられ

ることのあるものを含む。 
 
第 26 条において、リハビリテーションが以下のように規定されている。 
第 26 条リハビリテーション 

締約国は、障害者が、最大限の自立並びに十分な身体的、精神的、社会的及び職業的な能

力を達成し、及び維持し、並びに生活のあらゆる側面に完全に受け入れられ、及び参加する

ことを達成し、及び維持することを可能とするための効果的かつ適当な措置（障害者相互に

よる支援を通じたものを含む。）をとる。このため、締約国は、特に、保健、雇用、教育及び

社会に係るサービスの分野において、包括的なリハビリテーションのサービス及びプログラ
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ムを企画し、強化し、及び拡張する。この場合において、これらのサービス及びプログラム

は、次のようなものとなる。 
（a）可能な限り初期の段階において開始し、並びに個人のニーズ及び長所に関する総合的な

評価を基礎とすること。 
（b）地域社会及び社会のあらゆる側面への参加及び受入れを支援し、自発的なものとし、並

びに障害者自身が属する地域社会（農村を含む。）の可能なかぎり近くにおいて利用可能なも

のとすること。 
2 締約国は、リハビリテーションのサービスに従事する専門家及び職員に対する初期研修及

び継続的な研修の充実を促進する。 
3 締約国は、障害者のために設計された支援装置及び支援技術であって、リハビリテーショ

ンに関連するものの利用可能性、知識及び使用を促進する。 
 

以上のように「リハビリテーション」が規定されており、リハビリテーションは様々

な分野から構成される包括的（総合的）なものであり、総合的なリハビリテーションサ

ービスとプログラムができるだけ早期に、総合的な評価を基に提供され、リハビリテー

ションは本人が自発的・主体的に取り組むものであり、地域社会において提供されなけ

ればならないと記述されている。 
このようななかで、「自立訓練（生活訓練）事業」はまさにリハビリテーションの一

つの事業であり、それはリハビリテーションの一分野である「社会リハビリテーション」

に位置付けられることが明らかである。 

 

第 3節 わが国における「生活訓練」に関する歴史的経緯 
国連の「障害者権利条約」の第 26 条に規定されている「リハビリテーション」を確

認した上で、わが国における「生活訓練」の歴史的な原点を確認したい。 
わが国における障害者福祉と障害者のリハビリテーションは、1949 年（昭和 24 年）

の「身体障害者福祉法」、1960 年（昭和 35）年の「知的障害者福祉法（制定当時、精

神薄弱者福祉法）」、1995 年（平成 7 年）の「精神保健と精神障害者の福祉に関する法

律（精神保健福祉法）」等に基づいて様々な事業が実施されてきた。さらに、これらの

法改正や事業の改変は障害関係審議会による答申や、障害者基本計画等によって推進さ

れてきた。 
本研究事業は知的障害、精神障害、発達障害を対象としているが、「生活訓練」の原

点に遡り、3 障害の中で最も古くから様々な取り組みが行われてきた「身体障害」に焦

点を当てて調べてみた。身体障害者福祉審議会では、生活訓練について、どのような言

及がなされてきたかを振り返り、自立訓練（生活訓練）事業の在り方の参考としたい。 
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（1）身体障害者福祉審議会における言及 

 

①1966年(昭和 41年)の身体障害者福祉審議会答申 
自立訓練（生活訓練）の原点を歴史的に見ると、今から 45 年前の 1966 年(昭和

41 年)の身体障害者福祉審議会答申「身体障害者福祉法の改正その他身体障害者福

祉行政推進のための総合的方策」に見ることができる。 
1966 年(昭和 41 年)に身体障害者福祉審議会会長から厚生大臣宛に「身体障害

者福祉法の改正その他身体障害者福祉行政のための総合的方策」の答申がなされ、

同答申第 1 部「総論」第 1 章「身体障害者対策の目的と必要性」において、以下

のように言及されていた（身体障害者福祉審議会、1966）。 
「医学的リハビリテーション技術の進歩は、これらの人々が身体障害者となる

ことを防止し、又は軽度の障害で回復することを可能とするようになった。また

障害が残った人々に対する社会的リハビリテーションや職業的リハビリテーショ

ンの技術の発達は、それらの人々を社会復帰させることに大きな期待を持たせる

ようになった。」 
さらに、同第 3 章「身体障害者対策の体系」において、「『リハビリテーション』

という用語は、身体障害者の社会復帰、援護の措置のすべてを指す場合もあるが、

本答申においては、理学療法、作業療法、外科的手術、社会適忚訓練、職業訓練

等その人の障害を軽減し残存能力を向上させるための技術的措置を意味すること

にする」と、リハビリテーションの意味する範囲を限定し、障害を軽減し残存能

力を向上するための具体的な方法として使用されていた。ここにそれらの一つと

して列挙された「社会適忚訓練」は社会リハビリテーションの対象範囲としての

具体的な訓練を意味し、「社会適忚訓練」は日常動作や社会生活を可能とするため

の訓練であるとしていた。 
同答申第 2 部「各論」第 3 章は「社会的リハビリテーション」を表題とし、そ

の第 1 節に「社会的リハビリテーションの意義」が以下のように記述されていた。 
「従来のリハビリテーションにおいては、医学的リハビリテーションと職業的

リハビリテーションが重視され、不十分ながらも一忚の成果をあげていた。しか

しながら、医学的、身体的に機能が改善され、適当な職業訓練を受けて、適当な

職場に就職できたとしても、なおかつ更生に成功しない数多くの例が見受けられ

る。これは、社会的リハビリテーションという第三の重要な要素に欠けていたか

らである」と、リハビリテーション全体における「社会リハビリテーション」の

重要性とその欠落を指摘していた。 
さらに、「リハビリテーションの本質は残存機能の回復や職業能力の向上に限ら

れるものではなく、身体障害がもたらす個人生活、社会生活におけるあらゆるハ

ンディキャップを対象とし、そのハンディキャップを除去したり、軽減すること
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にある」とし、身体機能や職業能力の向上ばかりでなく、社会生活に復帰するた

めに社会リハビリテーションが必須であることが記述されていた。 
同答申では、「社会的リハビリテーション」の内容として、「心理的更生指導」

と「生活適忚訓練」があげられていた。さらに、社会的リハビリテーションを実

施する機関や専門職として、身体障害者更生援護施設、身体障害者更生相談所、

福祉事務所、それら施設や機関における生活指導員、心理判定員、身体障害者福

祉司、社会福祉主事をあげているが、そのいずれについても十分行われていると

は言いがたい現状にある、と当時の問題状況が指摘されている。 
さらに同答申第 3 章第 3 節「生活適忚訓練」においては、その目的、方法、内

容等が、以下のようにまとめられていた。 
「生活適忚訓練の目的と方法は、障害の種類、障害程度、障害を受けた時期等

によって異なるが、大別すれば、基礎訓練と忚用訓練の二つに分類することがで

きる。基礎訓練とは、例えば視覚障害者に対する聴覚訓練や触覚訓練のような感

覚訓練、右腕を失った者に対する左腕の代償機能訓練等、日常生活の基礎訓練で

ある。忚用訓練とは、視覚障害又は肢体不自由を有する主婦に対する家事訓練、

視覚障害者又は聴覚障害者に対する会食作法指導、バス電車等の乗車指導、集団

生活指導等、二つ以上の基礎訓練を組み合わせて、日常生活又は社会生活に適忚

させることを目的とする訓練である。」 
以上のように詳述されていた「生活適忚訓練」はリハビリテーションにおける

新たな分野であるとし、今後の課題として、専門職員の充足と資質の向上、生活

適忚訓練の体系化とその具体的な内容の確立、生活適忚訓練に関する研究の必要

性が指摘されていた。 
 
②1970年(昭和 45年)の身体障害者福祉審議会答申 

前述①の答申が出された 4 年後の 1970 年(昭和 45 年)に、身体障害者福祉審議

会会長から厚生大臣宛に提出された答申「昭和 41 年の本審議会答申以後の諸情勢

の変動に対忚する身体障害者福祉施策」の第 2 章「身体障害者のリハビリテーシ

ョン推進のための諸方策」において、「リハビリテーションの範囲」が以下のよう

に記述されていた（身体障害者福祉審議会、1970）。 
「身体障害者のリハビリテーションを大きく分けると身体的残存能力を回復さ

せ、かつ身体障害者の職業的、教育的、心理的、社会的能力を回復させ、または

新たな能力を獲得させるための技術的措置を意味する狭義のリハビリテーション

の分野と、それに加えてリハビリテーション期間中の、または障害が存するため

に起こる経済上、生活のハンディキャップを補うための援護の分野も包含する場

合があるが、この答申においては『リハビリテーション』とは、前者の狭義のリ

ハビリテーションをさすことにする。さらに、狭義のリハビリテーションは、手
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にある」とし、身体機能や職業能力の向上ばかりでなく、社会生活に復帰するた

めに社会リハビリテーションが必須であることが記述されていた。 
同答申では、「社会的リハビリテーション」の内容として、「心理的更生指導」

と「生活適忚訓練」があげられていた。さらに、社会的リハビリテーションを実

施する機関や専門職として、身体障害者更生援護施設、身体障害者更生相談所、

福祉事務所、それら施設や機関における生活指導員、心理判定員、身体障害者福

祉司、社会福祉主事をあげているが、そのいずれについても十分行われていると

は言いがたい現状にある、と当時の問題状況が指摘されている。 
さらに同答申第 3 章第 3 節「生活適忚訓練」においては、その目的、方法、内

容等が、以下のようにまとめられていた。 
「生活適忚訓練の目的と方法は、障害の種類、障害程度、障害を受けた時期等

によって異なるが、大別すれば、基礎訓練と忚用訓練の二つに分類することがで

きる。基礎訓練とは、例えば視覚障害者に対する聴覚訓練や触覚訓練のような感

覚訓練、右腕を失った者に対する左腕の代償機能訓練等、日常生活の基礎訓練で

ある。忚用訓練とは、視覚障害又は肢体不自由を有する主婦に対する家事訓練、

視覚障害者又は聴覚障害者に対する会食作法指導、バス電車等の乗車指導、集団

生活指導等、二つ以上の基礎訓練を組み合わせて、日常生活又は社会生活に適忚

させることを目的とする訓練である。」 
以上のように詳述されていた「生活適忚訓練」はリハビリテーションにおける

新たな分野であるとし、今後の課題として、専門職員の充足と資質の向上、生活

適忚訓練の体系化とその具体的な内容の確立、生活適忚訓練に関する研究の必要

性が指摘されていた。 
 
②1970年(昭和 45年)の身体障害者福祉審議会答申 

前述①の答申が出された 4 年後の 1970 年(昭和 45 年)に、身体障害者福祉審議

会会長から厚生大臣宛に提出された答申「昭和 41 年の本審議会答申以後の諸情勢

の変動に対忚する身体障害者福祉施策」の第 2 章「身体障害者のリハビリテーシ

ョン推進のための諸方策」において、「リハビリテーションの範囲」が以下のよう

に記述されていた（身体障害者福祉審議会、1970）。 
「身体障害者のリハビリテーションを大きく分けると身体的残存能力を回復さ

せ、かつ身体障害者の職業的、教育的、心理的、社会的能力を回復させ、または

新たな能力を獲得させるための技術的措置を意味する狭義のリハビリテーション

の分野と、それに加えてリハビリテーション期間中の、または障害が存するため

に起こる経済上、生活のハンディキャップを補うための援護の分野も包含する場

合があるが、この答申においては『リハビリテーション』とは、前者の狭義のリ

ハビリテーションをさすことにする。さらに、狭義のリハビリテーションは、手
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術、理学療法、作業療法、言語治療、日常動作訓練等、医学的手段を用いて、身

体的機能障害の進行を可能な限り防止し、残存能力を向上させるための医学的リ

ハビリテーションと、その前後に行われる社会適忚訓練、職業能力の回復、開発

を目的とする職能訓練及び職業訓練等の社会的、職業的リハビリテーションに分

けることができる」としている。 
本答申において、狭義のリハビリテーションとして機能回復訓練や社会適忚訓

練、職能訓練、職業訓練をあげ、これらを医学的リハビリテーション、社会的リ

ハビリテーション、職業的リハビリテーションとし、もう一方の、広義のリハビ

リテーションの概念に、障害者福祉サービスの提供や所得保障を入れている。こ

のような答申の記述によると、狭義のリハビリテーションは、障害当事者の能力

を上方向に伸ばす教育的な取り組みであると理解でき、一方、「リハビリテーショ

ンの期間中の、または障害が存するために起こる経済上、生活のハンディキャッ

プを補うための援護の分野も包含する」と記述された広義のリハビリテーション

は、いわゆる「障害者福祉」であるというように、リハビリテーションの概念が

狭義と広義に分けて整理されていた。 
また、同章の 3「身体障害者更生援護施設におけるリハビリテーションの充実」

において、「施設における心理的、社会的、職業的リハビリテーションの拡充強化」

が必要であるとし、「心理、社会的リハビリテーションには、動機づけ、カウンセ

リング、心理療法、ケースワーク、生活指導、自治的活動指導、クラブ活動、行

事、後保護指導があるが、生活指導の中には、家事、育児の仕方や、家庭におけ

る忚急手当の仕方等の訓練も当然含めるべきであろう。また、作業療法、日常生

活動作訓練（ADL）、肢体不自由者の歩行訓練は、主として医学的リハビリテーシ

ョンの一環として実施されるものであるが、施設の特性に忚じ、心理、社会的、

職業的リハビリテーションと併せて、これらの訓練を行う場合の実施体系を確立

する必要がある」と指摘している。これらの記述は、リハビリテーションを構成

する諸分野を確認する意味で、現在も重要な記述である。 
以上のように、1970 年(昭和 45 年)に出された身体障害者福祉審議会答申におい

て、「社会リハビリテーション」の具体的な内容としてケースワーク、生活指導が

あげられ、さらに「生活指導」の具体的な内容として家事、育児に関する指導な

どが言及されている。従って、生活指導員（ソーシャルワーカー）によって実施

される「生活指導」には、社会リハビリテーションとしての取り組みが既に含ま

れていた。 
 

③1982年(昭和 57年)の身体障害者福祉審議会答申 
さらにその 12 年後の 1982 年(昭和 57 年)に、身体障害者福祉審議会答申「今後

における身体障害者福祉を進めるための総合的方策」が出された（身体障害者福
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祉審議会、1982）。 
同答申第 1 章「身体障害者福祉の基本理念」において、「リハビリテーションの

理念」について、「リハビリテーションの理念の根底にあるものは、障害者も一人

の人間として、その人格の尊厳性をもつ存在であり、その自立は社会全体の発展

に寄与するものであるという立場に立つものである。リハビリテーションは第三

の医学といわれることもあるが、それは単に運動障害の機能回復訓練の分野をい

うのではなく、障害をもつ故に人間的生活条件から阻害されている者の全人間的

復権をめざす技術及び社会的、政策的対忚の総合的体系であると理解すべきであ

る」とし、さらに「リハビリテーションは、中途障害者の社会復帰のように理解

されがちであるが、生まれながらの障害者が能力や体験、社会関係などを新たに

獲得していくハビリテーションをも含むものである。つまり、リハビリテーショ

ンの基調は、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方であって、その目

標は、必ずしも職業復帰や経済的自立のみではないことを理解しなければならな

い」と、リハビリテーションの一分野である「社会リハビリテーション」の内容

を記述し、障害当事者の主体性、自立性、自由の保障の重要性あげて、リハビリ

テーションの理念を解説している。 
さらに、同答申第 4 章「身体障害者福祉対策改善のための方策」において、「在

宅福祉対策の方向」の一つとして「基礎的生活訓練について」の項目があり、「身

体障害者の自立生活を促進するためには、物的整備だけでなく、むしろ家庭や地

域で自立して生きていける人作りに向けてのリハビリテーションが重要である。

それには、家庭における日常生活の訓練、コミュニケーション訓練、自立心と社

会常識の育成、健康の自己管理、社会資源を使いこなす知識と自己責任の果たし

方に関する教育等が、自立生活に向かう訓練の内容として要求される。具体的に

は、盲人の歩行訓練や家庭生活訓練、聴覚・言語障害の職能訓練、言語治療及び

喉頭摘出者の発声訓練等は特に強化される必要があろう。今後の身体障害者更生

援護施設においては、特に中途障害者の増加等に着目し、身体障害者の自立生活

のための基礎的生活能力の訓練の場としての内容充実が望まれる」と、今から 30
年も前に、まさに現在ニーズが高くなっている地域生活への移行の準備課題や、

地域社会の中で生きる力である「社会生活力」を高める取り組みの重要性が、具

体的に記述されていたのである。 
以上のように「基礎的生活訓練」の内容としてあげられている諸訓練や指導の

内容が、まさに「自立訓練事業」として取り組むべき課題であろう。 
 

（2）障害者関係法や障害者施策における言及 

これまでは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者保健福祉法というよ

うに、障害別の法律により、障害者福祉サービスが提供されてきた。また、1980 年代
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祉審議会、1982）。 
同答申第 1 章「身体障害者福祉の基本理念」において、「リハビリテーションの

理念」について、「リハビリテーションの理念の根底にあるものは、障害者も一人

の人間として、その人格の尊厳性をもつ存在であり、その自立は社会全体の発展

に寄与するものであるという立場に立つものである。リハビリテーションは第三

の医学といわれることもあるが、それは単に運動障害の機能回復訓練の分野をい

うのではなく、障害をもつ故に人間的生活条件から阻害されている者の全人間的

復権をめざす技術及び社会的、政策的対忚の総合的体系であると理解すべきであ

る」とし、さらに「リハビリテーションは、中途障害者の社会復帰のように理解

されがちであるが、生まれながらの障害者が能力や体験、社会関係などを新たに

獲得していくハビリテーションをも含むものである。つまり、リハビリテーショ

ンの基調は、主体性、自立性、自由といった人間本来の生き方であって、その目

標は、必ずしも職業復帰や経済的自立のみではないことを理解しなければならな

い」と、リハビリテーションの一分野である「社会リハビリテーション」の内容

を記述し、障害当事者の主体性、自立性、自由の保障の重要性あげて、リハビリ

テーションの理念を解説している。 
さらに、同答申第 4 章「身体障害者福祉対策改善のための方策」において、「在

宅福祉対策の方向」の一つとして「基礎的生活訓練について」の項目があり、「身

体障害者の自立生活を促進するためには、物的整備だけでなく、むしろ家庭や地

域で自立して生きていける人作りに向けてのリハビリテーションが重要である。

それには、家庭における日常生活の訓練、コミュニケーション訓練、自立心と社

会常識の育成、健康の自己管理、社会資源を使いこなす知識と自己責任の果たし

方に関する教育等が、自立生活に向かう訓練の内容として要求される。具体的に

は、盲人の歩行訓練や家庭生活訓練、聴覚・言語障害の職能訓練、言語治療及び

喉頭摘出者の発声訓練等は特に強化される必要があろう。今後の身体障害者更生

援護施設においては、特に中途障害者の増加等に着目し、身体障害者の自立生活

のための基礎的生活能力の訓練の場としての内容充実が望まれる」と、今から 30
年も前に、まさに現在ニーズが高くなっている地域生活への移行の準備課題や、

地域社会の中で生きる力である「社会生活力」を高める取り組みの重要性が、具

体的に記述されていたのである。 
以上のように「基礎的生活訓練」の内容としてあげられている諸訓練や指導の

内容が、まさに「自立訓練事業」として取り組むべき課題であろう。 
 

（2）障害者関係法や障害者施策における言及 

これまでは、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神障害者保健福祉法というよ

うに、障害別の法律により、障害者福祉サービスが提供されてきた。また、1980 年代
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以降は様々な障害者施策が積極的に取り組まれてきた。これらの主要な取り組みにおい

て、「自立訓練事業」に関係すると想定される言及を以下にまとめてみたい。 
 

①身体障害者福祉法 
身体障害者のリハビリテーションを行う施設として同法第 29 条に「身体障害者

更生施設は、身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、

及びその更生に必要な訓練を行う施設とする」と規定されていた。「更生」は英

語の「リハビリテーション」を日本語に翻訳した用語である。 

身体障害者更生施設における「リハビリテーション」に関わる規定は以下の通

りであった。 

更生訓練 

入所者が自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することに

より、社会経済活動に参加することができるようにするため、施設の特性に

忚じ必要な医学的訓練、心理的訓練又は職能的訓練を行うこと 

 
②知的障害者福祉法 

同法第 21 条の 6「知的障害者更生施設」においては、「18 歳以上の知的障害者

を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う

ことを目的とする施設とする」と規定されていた。 
さらに、「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」（厚生省令 57、改

正 2000 年(平成 12 年)）において知的障害者更生施設が規定され、第 11 条に規定

されている職員のうち社会リハビリテーションに関わりの深い職種は「生活指導

員」である。第 14 条の「生活指導等」において「更生施設は、入所者が日常生活

における良い習慣を確立するとともに、社会生活への適忚性を高めるようあらゆ

る機会を通じて生活指導を行わなければならない。更生施設は、教養娯楽設備等

を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行わなければならない」と規定して

いた。 
 

③精神保健福祉法 
精神保健福祉法第 50 条の 2「精神障害者社会復帰施設の種類」として、①精神

障害者生活訓練施設、②精神障害者授産施設、③精神障害者福祉ホーム、④精神

障害者福祉工場、⑤精神障害者地域生活支援センター、が規定されていた。これ

らのうち、精神障害者生活訓練施設は、「精神障害のため家庭において日常生活を

営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適忚することができるように、低額

な料金で居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、

その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする」と規定されていた。 
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以上の規定により、精神障害者生活訓練施設は精神障害者のための社会リハビリ

テーション施設であったといえるが、同施設において実施される社会リハビリテ

ーションの内容としては、「日常生活への適忚」と「必要な訓練及び指導を行う」

と漠然と規定されているのみである。 
さらに同法第 50 条の 4 に「精神障害者社会適忚訓練事業」が規定されていた。

「都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を

図るため、精神障害者社会適忚訓練事業（通常の事業所に雇用されることが困難

な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託

して、職業を与えるとともに、社会生活への適忚のために必要な訓練をいう）を

行うことができる」と規定している。「社会適忚訓練」という用語は社会リハビリ

テーションの範疇にある用語であることを想定させるが、実際にはこの規定によ

って明らかなように、「精神障害者社会適忚訓練事業」は実質的には就職をめざし

た事業であるので、社会リハビリテーションの事業というよりは、職業リハビリ

テーションの事業である。 
精神障害者が地域で生活し、社会参加していくためには、精神障害者の「社会

生活力」を高める視点から、社会リハビリテーションとして支援すべき内容が多々

あるはずである。しかし、精神保健福祉法に規定されている「精神障害者生活訓

練施設」と「精神障害者地域生活支援センター」において、精神障害者の「社会

生活力」を高めるために、どのような取り組みが具体的に行われるかについては

全く規定されていなかった。精神障害者が地域の中での生活に移行し、社会参加

を可能とするためには、精神障害者の「社会生活力」を高めるための具体的な方

法とプログラムが示されなければならないはずである。 
 

④障害者プラン 
1995 年(平成 7 年)12 月に策定された「障害者プラン～ノーマライゼーション７

か年戦略～」は、「障害者対策に関する新長期計画」を具体的に推進していくた
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ラン」は、新長期計画が掲げる「リハビリテーション」と「ノーマライゼーショ

ン」の理念を踏まえ、①地域で共に生活するために、②社会的自立を促進するた

めに、③バリアフリー化を促進するために、④生活の質（QOL）の向上をめざして、

⑤安全な暮らしを確保するために、⑥心のバリアを取り除くために、⑦わが国に

ふさわしい国際協力・国際交流を、の 7 つの視点から施策の充実を図るものとさ

れた。 

第 1 の視点である「地域で共に生活するために」の第 4 項「介護等のサービス

の充実」の（4）「重度化・高齢化への対忚及びサービスの質的向上」において、



第 8 章 自立訓練（生活訓練）事業のあり方 

110 

以上の規定により、精神障害者生活訓練施設は精神障害者のための社会リハビリ
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「障害者が生活機能を回復・取得するために必要な医療、機能回復訓練、障害者

の年齢等に忚じた社会生活訓練等についての研究及び開発を推進する」と記述さ

れた。ここにおける「社会生活訓練等」が社会リハビリテーションのプログラム

に該当するが、社会生活訓練の内容に関する具体的な記述は全くなかった。 
2002 年(平成 14 年)12 月に「障害者基本計画」が閣議決定され、同時に障害者

施策推進本部においてその具体的目標を定める「重点施策実施 5 か年計画」（障

害者プラン）も決定された（内閣府障害者施策推進本部、2002）。障害者基本計

画の計画期間は2003年(平成15年)から2012年度(平成24年度)の10年間であり、

現在もその期間内にある。その理念は、①ノーマライゼーション、②リハビリテ

ーション、③共生社会の実現、3 つであり、これまでの「障害者基本計画」の 2
つの理念であった「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」に「共生

社会の実現」が追加された。これにより、地域において障害のある者もない者も、

お互いに協力し共助の社会を築く必要性が誕われた。 

この中で、「地域での自立生活を支援するため、情報提供、訓練プログラムの

作成、当事者による相談活動等の推進を図る。特に、当事者による相談活動は、

障害者同士が行う援助として有効かつ重要な手段であることから、更なる拡充を

図る。障害者が社会の構成員として地域で共に生活することができるようにする

とともに、その生活の質的向上が図られるよう、生活訓練、コミュニケーション

手段の確保、外出のための移動支援など社会参加促進のためのサービスを充実す

る」と、地域での自立生活を支援するために、訓練プログラムの作成や障害当事

者による相談活動の必要性があげられていた。これらは、地域で生活できるよう

に支援すること、生活の質を高めること、社会参加を促進すること等を目的とし

ており、まさに社会リハビリテーションの取り組みを意味しているのである。 

さらに、「④施設サービスの再構築」における「ア.施設等から地域生活への移

行の促進」の下位項目において、「障害者本人の意向を尊重し、入所（院）者の

地域生活への移行を促進するため、地域での生活を念頭においた社会生活技能を

高めるための援助技術の確立などを検討する」と記述し、社会リハビリテーショ

ンのプログラムに該当する「社会生活技能を高める」ための援助技術の確立等を

検討するというように、「社会リハビリテーション」について重要な記述があっ

た。 

 

⑤障害者相談支援事業 
1996 年度(平成 8 年度)からの障害者プランにおいてその数値目標が設定され、

概ね人口 30 万人を想定した障害保健福祉圏域に身体障害、知的障害、精神障害に

対忚する事業をそれぞれ 2 か所ずつ設置することが目標とされた障害者相談支援

事業は、身体障害は「市町村障害者生活支援事業」、知的障害は「障害児（者）地
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域療育等支援事業」、精神障害は「精神障害者地域生活支援事業」という名称によ

り、障害別に 3 つの事業があった。 
これらの事業の一例として身体障害者を対象とする「市町村障害者生活支援事

業」の内容をあげると、次のとおりであった。 
 
ア ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等在宅福祉サービスの利用

援助 
サービス情報の提供、サービス利用の助言、介護相談、利用申請の援助、そ

の他必要な保健福祉サービスの利用援助 
イ 社会資源を活用するための支援 
授産施設・作業所の紹介、福祉機器の利用援助、情報機器の使用援助、料理、

縫裁等の指導、代筆・代読等コミュニケーションの支援、外出の支援、移動

の支援、住宅改修の助言、住宅の紹介、生活情報の提供（交通、ホテル、買

物、映画、音楽等） 
ウ 社会生活力を高めるための支援 
社会生活力を高めるために、社会リハビリテーションの各種プログラム等を

実施する。 
エ 当事者相談（ピアカウンセリング） 
障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構え

や生活能力の習得に対する個別的援助・支援であり、ピアカウンセリングと

は同じような問題、悩みを抱えている者に対しては、同じ立場にある者、同

じような経験をした者が相談に当たることが効果的であるとの視点に立った

カウンセリングである。 
オ 専門機関の紹介 
身体障害者更生相談所、職業安定所、医療機関・保健所等専門機関、他の障

害の生活支援事業等の紹介 
 
上記のような 5 つの必須事業項目は、地域における生活を支える相談支援事業

の内容であり、これらは在宅サービスに関する相談や、地域生活をするための「社

会生活力」を高めるための取り組みである。専任のソーシャルワーカー（コーデ

ィネーター）が 1 名置かれるとともに、必要に忚じ、作業療法士、理学療法士、

保健師等の専門職を雇いあげ、地域で生活する身体障害者、特に重度・重複障害

のために地域での生活が困難とされてきた障害者に対し、自らサービスを選択し、

主体的に生活できるよう、社会リハビリテーションの目的である「社会生活力」

を高めるための訓練、指導、援助、支援を行うことを目的としていた。 
市町村がこれらの事業の重要性を認識するとともに、これらの事業を具体的に
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会生活力」を高めるための取り組みである。専任のソーシャルワーカー（コーデ

ィネーター）が 1 名置かれるとともに、必要に忚じ、作業療法士、理学療法士、

保健師等の専門職を雇いあげ、地域で生活する身体障害者、特に重度・重複障害

のために地域での生活が困難とされてきた障害者に対し、自らサービスを選択し、

主体的に生活できるよう、社会リハビリテーションの目的である「社会生活力」
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実施可能とする必要があったが、「社会生活力」を高めるための相談支援のあり方

や、「社会生活力」を高めるための具体的なプログラムが示され、それを促進する

ための研修会等が全国的に実施されなければならなかった。 
 
以上のように、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法におい

ても、「生活訓練」の必要性が指摘され、また、2 つの「障害者プラン」において

も地域生活を実現するために、障害のある方々の社会的な能力を高めるための「生

活訓練」の重要性が指摘されてはいるが、具体的にどのように支援したらいいか

については、何も示されてこなかった。 
 
（3）「障害者自立支援法」における自立訓練（生活訓練）事業 

2006 年(平成 18 年)に施行された「障害者自立支援法」は、障害者自立支援法におい

て、訓練等給付の一つとして「自立訓練」が位置づけられた。 
「障害者自立支援法」における自立支援給付の中に、①介護給付、②訓練等給付、③自

立支援医療等、④補装具がある。②の訓練等給付の中に、自立訓練（機能訓練・生活訓

練）、就労移行支援、共同生活援助などがある。 
「自立訓練」は、「自立した日常生活を営むことを目的とした、身体機能や生活能力の

向上のための有期な訓練など」と書かれているが、具体的な実施方法や内容については

示されていない。利用者一人ひとりのニーズに対忚する個別支援計画を立てて、さまざ

まな障害のある方一人ひとりの力を高めることにより、それぞれの自立度を高め、地域

生活への移行を支援していくために、「自立訓練」は非常に重要であり、「自立訓練事業」

はまさにリハビリテーションのサービスでなければならない。 
わが国においては、「リハビリテーション」は、例えば、脳卒中者の機能訓練であると

いうように狭く理解されることが多く、本来の総合的なリハビリテーションが理解され

ていない。また、「社会リハビリテーション」は「障害者福祉」と同じであるというよ

うな誤解もある。しかし、「社会リハビリテーション」と「障害者福祉」は異なるもの

であり、社会リハビリテーションの主要目的は「社会生活力」を高める支援である。 
 
ここで、わが国において誤解されがちである「社会リハビリテーション」「障害者福

祉」「障害者施策」の 3 つの違いを整理すると、以下の通りである。 
 

①社会リハビリテーション 
社会リハビリテーションは、障害のある人が社会の中で活用できる諸サービス

を自ら活用して社会参加し、自らの人生を主体的に生きていくための「社会生活

力」を高めることをめざす援助技術の体系と方法である。社会生活力を身につけ

ることが目的であるが、そのために、社会生活力を高めるための支援プログラム
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を実施するとともに、福祉サービスの活用支援、対象者と環境との調整、サービ

ス問の調整等も行う。対象者の「社会生活力」を高める視点から支援することが

重要である。 

 

②障害者福祉 
リハビリテーションの様々な分野の取り組みによって障害者の身体的、精神的、

職業的、社会的な能力が高められるが、それでもなお残された活動制限と社会参

加制約をカバーするための社会福祉の一分野としてのアプローチが「障害者福祉」

であり、各種の福祉立法を基底に、障害者の様々なニーズを充足するための各種

福祉サービス（医療、保健、補装具、日常生活用具、施設福祉、在宅福祉、所得

保障など）を提供する制度・施策である。 
 

③障害者施策 
「障害者施策」は、行政上の概念から見れば障害者福祉より広い概念である。

障害者福祉だけでは障害者の「完全参加と平等」を可能とする「機会均等」な社

会を実現することはできない。障害者施策には、障害の原因の予防、リハビリテ

ーションや、さらに「完全参加と平等」および「機会均等化」を実現するための

一般市民による障害者への理解の促進、建築物・住宅・交通機関のバリアフリー

化、コミュニケーション・情報保障、雇用の促進、就労の場の確保、教育の保障

等が含まれる。すなわち「障害者施策」は、障害のある者の権利を保障する全省

庁にわたる取り組みである。 
 

以上のように、「社会リハビリテーション」は「障害者福祉」や「障害者施策」

とは対象とする範囲、目的、活動内容に違いがある。障害者施策が最も大きな概

念であり、わが国においては内閣府を中心とするあらゆる省庁等によって取り組

まれている。一方、障害者福祉は厚生労働省を中心とした取り組みであり、障害

の予防、医学的リハビリテーション、社会リハビリテーション、職業リハビリテ

ーション、在宅福祉サービス、施設福祉サービス、所得保障などを対象とする。 
従って、社会リハビリテーションは、リハビリテーションの中の一分野である

とともに、障害者福祉における一つの自立支援実践活動としての「社会生活力」
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（1）自立支援給付 
1）介護給付 
2）訓練等給付（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助） 

[自立訓練] 
①機能訓練（身体障害者） 
②生活訓練（知的障害者・精神障害者） 

3）自立支援医療 
4）補装具 

（2）地域生活支援事業 
1）相談支援事業 

①福祉サービスの利用援助 
②社会資源を活用する支援 
③社会生活力を高めるための支援 
④ピアカウンセリング 
⑤権利擁護のために必要な援助 
⑥専門機関の紹介 
⑦地域自立支援協議会の運営 

2）コミュニケーション支援事業 
3）日常生活用具給付事業 
4）移動支援事業 
5）地域活動支援センター機能強化事業 
6）福祉ホーム事業 

 
本研究事業の課題である「自立訓練（生活訓練）事業」について、国から示されてい

る内容は本報告書第 1 章にまとめられている通りであるが、知的障害、精神障害、発達

障害のある方々を対象に効果的な自立訓練（生活訓練）事業を普及するためには、具体

的な支援方法、支援プログラム、アセスメント方法、モニタリング方法などを明らかに

示すとともに、これらを実践するための研修会の開催が必須であろう。 
 
 

第 4節 リハビリテーションと社会リハビリテーション 
「自立訓練事業」の本来の目的をさらに明らかにするために、リハビリテーションと社

会リハビリテーションについて、以下にまとめたい。 
 
 



第 8 章 自立訓練（生活訓練）事業のあり方 

116 

（1）リハビリテーションの諸分野と総合リハビリテーション 

1960 年代に WHO が発表したリハビリテーションの定義によっても、また、リハビ

リテーションの世界的な機関である「国際リハビリテーション協会（Rehabilitation 
International ; RI）」において、1960 年代に医学委員会、職業委員会、社会委員会、教

育委員会が常置委員会として設置されていたことからも、リハビリテーションの主要分

野として、①医学的リハビリテーション、②職業リハビリテーション、③教育リハビリ

テーション、④社会リハビリテーションの 4 分野が、1960 年代に確立していたことが

理解できる。最近では、リハビリテーション工学も重要な分野として認識されている。

これらの分野は以下の通りである。 
 

①医学的リハビリテーション 
1969 年(昭和 44 年)に WHO が発表した医学的リハビリテーションの定義は、

「個人の身体的機能と心理的能力、また必要な場合には補償的な機能を伸ばすこ

とを目的にし、自立を獲得し、積極的な人生を営めるようにする医学的ケアのプ

ロセスである」とされている。 
自立訓練事業のおける「機能訓練」という用語は本来、医学的リハビリテーシ

ョンの一部である。 
 

②職業リハビリテーション 
1955 年(昭和 35 年)に世界労働機関（ILO）は ILO 勧告第 99 号「障害者の職業

リハビリテーションに関する勧告」を採択し、その中で、職業リハビリテーショ

ンを「障害者が適切な職業に就きそれを維持することができるように計画された

職業的なサービス（例えば、職業指導、職業訓練及び選択方式による職業紹介）

の提供を含む、継続的で調整されたリハビリテーションプロセスの一部である」

と定義した。一方、前述の 1969 年(昭和 44 年)に、WHO によって開催された「医

学的リハビリテーション専門家委員会」においてまとめられた職業リハビリテー

ションの定義は「職業指導、訓練、適職への就職など、障害者がふさわしい雇用

を獲得し、又は職場に復帰することができるように計画された職業的サービスの

提供である」であった。 
障害者自立支援法の訓練等給付における「就労移行支援」や「就労継続支援」

は職業リハビリテーションにおけるサービスの一つである。 
 

③教育リハビリテーション 
教育リハビリテーションは障害のある児童や人の能力を向上させ潜在能力を開

発し、自己実現を図れるように支援することを目的にしている。1979 年(昭和 54
年)にユネスコによって開催された「特殊教育に関する専門家会議」において、特
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殊教育に関する政策、計画、機構、職員の訓練等がまとめられ、障害児の教育権

の保障、障害児の義務教育の法制化、特殊教育プログラムの策定、障害児が普通

の学校に行けるようにするための施策の必要性などが指摘された。 
わが国においては、「特殊教育」や「障害児教育」の用語も使われてきたが、平

成15年(2003年)3月に特別支援教育のあり方に関する調査研究協力者会議から出

された「今後の特別支援教育のあり方について（最終報告）」において、「特別支

援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉

症を含めて障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一人一人の教育

的ニーズを把握して、持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服する

ために、適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである」と定義された。 
以上のように、障害児教育、特殊教育、特別支援教育などの用語があるが、こ

れらの用語と「教育リハビリテーション」の違いは、教育リハビリテーションは、

学齢前教育、学齢期教育、大学・大学院などの高等教育、社会人を対象とする社

会教育や生涯教育なども含む、ライフサイクルを包含する幅広い教育活動である。 
 

④リハビリテーション工学 
リハビリテーションのための工学的アプローチをリハビリテーション工学とい

う。リハビリテーション工学という用語は、アメリカ連邦政府がカリフォルニア

州にあるランチョ・ロスアミゴス医療センターに「リハビリテーション工学セン

ター」を設置し、リハビリテーションサービスの中に工学的アプローチを積極的

に取り入れようとしたことに始まる。リハビリテーション工学が対象とする具体

的内容は、義肢・装具などの開発、車いす・環境制御装置・コミュニケーション

機器などの開発、住宅改造、交通機関のバリアフリー化、障害者や高齢者に住み

やすいまちづくりなどである。 
 

このような広範囲にわたる「リハビリテーション」は、利用者の立場に立って、総合

的に提供されることが重要であり、そのためにもリハビリテーションの連携が必要とさ

れる。 
 
 

（2）社会リハビリテーション 

RI 社会委員会は 1980 年代初頭から「社会リハビリテーション」の定義の検討に取

り組み、1986 年(昭和 61 年)に「社会リハビリテーションとは、社会生活力（Social 
Functioning Ability,SFA）を高めることを目的としたプロセスである。社会生活力と

は、様々な社会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊か

な社会参加を実現する権利を行使する力（ちから）を意味する」と定義された。 
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社会リハビリテーションのキー概念である「社会生活力」を分かりやすくまとめると、

以下の通りである。 
 

「社会生活力」とは 

①障害のある方が、自分の障害を正しく理解する。 
②自分でできることを増やす。（リハビリテーション） 
③リハビリテーションによって、自分の能力を高めるが、残された障害については、様々

なサービスを権利として活用する。 
④足りないサービスの整備・拡充を要求する。 
⑤支援（ボランティアなど）を依頼できる。 
⑥地域の人たち、職場の人たちと良い人間関係を築ける。 
⑦主体的、自主的に、楽しく、充実した生活ができる。 
⑧障害について、一般市民の理解を高める。 
 
 

第 5節 社会リハビリテーションの各種プログラム 
（1）社会リハビリテーションのプログラム 

社会リハビリテーションは社会福祉援助技術等を使って、障害者の社会生活力を高め

るために、訓練、指導、援助、支援を実施する。社会リハビリテーションのプログラム

は、障害者関係施設や地域において実施されることが期待され、プログラムは次のよう

なプロセスを通して実施される。このようなプロセスは、リハビリテーション計画を進

めるときのプロセスやケアマネジメントのプロセスと共通している。 
ア ニーズの把握 
イ 事前評価（アセスメント）の実施 
ウ 目標設定 
エ プログラムの企画 
オ 訓練・指導・援助・支援の実施 
カ 事後評価 

 
社会リハビリテーションのプログラムとして、わが国の総合リハビリテーションセン

ター等で実施されてきたプログラムの名称としては、以下のようなものがある。 
 
[プログラムの具体的名称例] 

a 生活訓練プログラム（TDL） 
b 社会生活技術プログラム 
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c 社会適忚訓練プログラム 
d 生活技能訓練プログラム（SST） 
e 社会生活力プログラム（SFA）など 

 
また、身体障害者を主対象とする総合リハビリテーションセンターなどでは、従来か

ら社会生活力を高める実践に取り組んでおり、具体的には以下のような機関で実施され

てきた。（『実践から学ぶ「社会生活力」支援』、中央法規、2007） 
 
[社会生活力プログラムの実践状況] 
（1）神奈川県総合リハビリテーションセンター 
（2）横浜市総合リハビリテーションセンター 
（3）名古屋市総合リハビリテーションセンター 
（4）兵庫県総合リハビリテーションセンター 
（5）千葉県千葉リハビリテーションセンター 
（6）中伊豆リハビリテーションセンター 
（7）伊豆リハビリテーションセンター 
（8）鳥取県厚生事業団の障害者諸施設 
（9）横浜国立大学附属特別支援学校 
（10）鳥取大学附属特別支援学校専攻科 
（11）その他 
 

従来からわが国において実施されている社会リハビリテーションのプログラムに相
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図表 8－2 視覚に障害のある人の生活訓練プログラムの項目例 
1 歩行 ①屋内歩行、②介護歩行、③白杖操作技能、④屋外歩行の導入、⑤住宅

街の歩行、⑥商店街の歩行、⑦都市内の歩行 

2 日常生活 
技能訓練 

（1）身辺管理 
①食事、②トイレ、③衣服、④入浴、⑤衛生、⑥身だしなみ、⑦化粧、

⑧金銭、⑨電話、⑩時計、⑪礼儀作法、⑫姿勢、⑬熱源操作 
（2）家事管理 
①清掃、②整理、③洗濯、④縫製、⑤調理、⑥買い物、⑦家計、⑧育児、

⑨包装、⑩書類の整理と保管、⑪家庭用器具の使用法と手入れ、⑫器具

の修理 

3 弱視訓練 ①近見視訓練、②中間視訓練、③遠方視訓練 
 

4 コミュニケ

ーション訓

練 

①点字、②ハンドライティング（手書き）、③ワープロ、④パソコン、

⑤テープレコーダー、⑥ジェスチャー（身振り）、⑦話し方 

5 レクリエー

ション 
スポーツ 

①オーディオ機器、②ラジオ、③テレビ、④ドラマ、⑤テープライブラ

リー、⑥ゲーム、⑦野外活動、⑧音楽、⑨美術、⑩手工芸、⑪スポーツ、

⑫趣味、⑬ダンス、⑭散歩 

6 教養 ①視覚障害、②社会福祉制度、③時事問題、④家庭生活、⑤社会生活、

⑥職業生活 

 
 
（3）生活技能訓練（SST） 

生活技能訓練（Social Skills Training, SST）は主に精神障害者を対象に実施されて

きたが、「自立生活技能訓練」と「社会生活技能訓練」から構成される。自立生活技能

訓練は食事、入浴、衣服、身だしなみ等の日常生活行動に関する訓練であり、社会生活

技能訓練は、社会的ないし対人関係的な場面で求められる技能の獲得・維持を促進する

ための訓練といえる。 
これらの訓練は、実際の日常生活の場を活用して実施することが効果的である。生活

技能訓練実施上の特徴は、以下のとおりである。 
ア 段階的に繰り返し訓練する。 
イ 安心して訓練に参加できるように配慮する。 
ウ 宿題を設定し、実際に忚用できるようにする。 
エ 対象者の長所、よい面を強調する「エンパワメント」の理念を大事にする。 
オ ロールプレイ（実際に演じる）やモデリング（手本を実演する）などの方法

を活用する。 
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生活技能訓練は行動療法に準拠し、行動上の問題を具体的に説明し、ロールプレイで

練習し、適切な行動を演じられた場合にこれを十分にほめ（正のフィードバック）、不

適切な場合は修正し（矯正的なフィードバック）、訓練の最後に実生活の場で実行する

宿題を設定すること等が、基本訓練の流れとなっている。 
なお、わが国では現在、SST プログラムは精神障害者ばかりでなく、知的障害児や発

達障害児を対象にも実施されている。 
 

（4）その他のプログラム 

その他、海外からわが国に紹介され、様々なプログラムが実施されている。知的障害

や発達障害のある方を対象に「TEACCH」を活用している事業所もある。また、障害

のある方の主体的な生き方を支援し、障害とともに充実した生き方を実現するためのプ

ログラムとしては、主に精神障害のある方を対象とする素晴らしいプログラムとして

「WRAP」などがある。これらのプログラムは海外から輸入されたものであるが、これ

らを活用していくことも効果的であろう。 
 
①TEACCH 

TEACCH とはアメリカのノースカロライナ大学のショプラー博士によって創

案され、「自閉症及び関連するコミュニケーション障害の子どものための治療と教

育（Treatment and Education of Austistic and related Communication 
Handicapped Children）」の略称であり、自閉症や発達障害をもつ子ども・成人

等に対する生涯にわたる総合的な援助システムである。 
自分を取り巻く環境の意味を捉えるのが苦手な人のために、環境を当事者にと

って意味あるものに組み立て分けて、物理的構造化（場所と活動を一対一に整理

することによって、ここは何をするところかを明確にする）と視覚的構造化（目

で分かる情報を提供する）を行う。 
行動の順番として、①自分はどこにいればよいのか、②何をすればよいのか、

③どれだけの時間、どれだけのことをすればよいのか、④今起こっていることが、

どの過程まで進んでいるのか、⑤それはいつ終わるのか、⑥次に何が起こるのか、

などが分かるようにする。 
着替えや入浴などセルフケアから、学習、作業、余暇活動などについて、教育

的な援助をし、社会的な適忚を高めることをめざし、本人の苦手な面を補うよう

に環境を整える。具体的には以下のような取り組みをする。 
ア コミュニケーション：カードや身振りで意思表示する方法を覚える。 
イ 時間：スケジュールや時計の見方、所要時間を理解する。時間の感覚を身に

つける。 
ウ 日常生活：着替え、トイレ、入浴など、セルフケアが一人でできるように練
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習する。 
エ 学習・作業：将来の仕事に結びつくような作業を覚えたり、言葉や計算を学

習する。 
オ 余暇：自由時間を上手に過ごす。余暇活動の楽しみを見つける。 
カ 社会性：場面に忚じた行動を可能にする。外出先での不適忚をなくすように

する。 
 

②WRAP 

WRAP は Wellness RecoveIy Action Plan の略称であり、アメリカのコープラ

ンド氏を中心に精神症状を経験した当事者によって考案されたプログラムである。

「リカバリー」の概念に基づいており、「リカバリーとは精神障害を含む生活上

の困難さを抱えている人自身が納得する生き方を実現する主観的なプロセスであ

る」とされている。 

WRAP の構成要素は次のとおりである。 

ア リカバリーのキー概念 
希望、責任を持つこと、学ぶこと、自分のために権利擁護すること、サポ

ートの 5 つのキー概念があり、いい医療を受けることと、服薬管理も重要視

されている。 
イ 元気に役立つ道具箱 

元気でいるために、気分が優れないときに元気になるために、これまでや

ってきたこと、又はできたかもしれないことをリストアップする。これらの

内容を「道具（ツール）」として使って自分の WRAP をつくる。 
ウ 元気回復行動プラン 

日常生活管理プラン、引き金に気づき対忚するための行動プラン、調子が

悪いときのサインに気づき対忚するためのプラン、クライシスプラン、クラ

イシスを脱したときのプランの 6 つのプランによって構成されている。 
エ リカバリートピック 

リカバリーに役立ちそうな事柄で、WRAP クラスで実施する内容は参加

者の意見によって決められる。トピックとしては、自尊感情、肯定的な捉え

方、ピアサポート、仕事、トラウマからの回復、自殺予防、生活空間、暮ら

し方、やる気を出すことなどである。 
現在、精神障害のある当事者を中心に全国各地で WRAP クラスが開催されてい

るが、精神障害のある方を対象としている自立訓練（生活訓練）事業所において、

WRAP クラスが開催されるようになることを期待したい。 
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③ACT 

ACT は Assertive Community Treatment の略称であり、重い精神障害のある

方々を対象とし、集中型・包括型のケアマネジメントのプログラムとして、アメ

リカにおいて開発されたアウトリーチ（訪問）型の地域生活支援プログラムであ

る。 
ACT は疾患や障害をもっていても、一人ひとりが希望する充実した生き方を地

域社会でできるようになることを目標にしている。ACT の特徴は、①看護師、作

業療法士、精神保健福祉士、精神科医などの多職種で構成されるチームアプロー

チである、②ケースマネジャーと利用者の対数比は 1：10 以下であること、③24
時間対忚で危機介入にも対忚できる、④実際に生活している揚でのサービス、⑤

柔軟な支援をする、⑥利用期限は定めない、などである。 

このように、ACT は地域で生活している重い精神障害のある方を支援するため

に、医療サービス、リハビリテーション、生活支援、就労支援などの包括的なサ

ービスを提供できる構造となっている。 

 
 

第 6節 社会生活力プログラム 
（1）社会生活力を高めるプログラムの開発 

1986年(昭和 61年)の国際リハビリテーション協会による社会リハビリテーションの

定義のキー概念である「社会生活力」を高めるために、わが国で開発されたプログラム

である。すでに 3 つのプログラムが開発されており、以下の通りである。 
①身体障害者のある方を対象とするプログラム（SFAⅠ、1999 年(平成 11 年)） 
②知的・発達・高次脳機能障害のある方を対象とするプログラム（SFAⅡ、2006 年 

(平成 18 年)） 
③精神障害者のある方を対象とするプログラム（SFAⅢ、2009 年(平成 21 年)） 
これらのプログラムを開発するとき、わが国における障害者施設やリハビリテーショ

ンセンターでのプログラムについての調査、地域社会で充実した生活をしている障害当

事者への調査や面接のほか、アメリカ、北欧諸国などでの実地調査を通して検討した。 
 
（2）社会生活力プログラムの基本理念 

社会生活カプログラムは以下のような 8 つの基本理念を大事にしている。 
 
①リハビリテーション 

リハビリテーションは戦後、欧米から日本に紹介されたが、その理念、概念、

定義は時代に忚じて変化している。現在、世界的に最も受け入れられている定義
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は、1982 年(昭和 57 年)に国連が採択した「障害者に関する世界行動計画」にお

いてまとめられた次の定義である。 
「リハビリテーションとは、身体的、精神的、かつまた社会的に、最も適した

機能水準の達成を可能とすることによって、各個人が自らの人生を変革していく

ための手段を提供していくことをめざし、かつ、時間を限定したプロセスである。」

（国連、1982） 
この定義にも表わされているように、リハビリテーションは専門職のみによっ

て進めるのではなく、障害当事者自身が自分の人生、生き方を開拓し、変革して

いくための手段として活用するサービスであり、障害当事者が同意した上で実施

する。専門職からの十分な情報提供と説明により、当事者本人の納得を前提とし、

期間を限定して実施するものとされている。 
社会生活カプログラムはリハビリテーションの視点に立ったプログラムであり、

一人ひとりの障害のある方が、自分でできることを増やすとともに、適切なサポ

ートを活用して自立し、QOL の高い生活を営めるようになることをめざしている。 
 

②QOL（生活の質） 
1980 年代以前の医学的リハビリテーションは日常生活動作（ADL）の向上を重

視していたが、障害の重度・重複化とも関連し、リハビリテーションは障害のあ

る人の QOL を高めることを目的とするようになった。QOL が高いということは、

日常生活や社会生活のあり方を自らの意志で決定し、生活の目標や生活様式を自

分で選択できることが前提であり、本人自身が、身体的、精神的、社会的、文化

的に満足できる豊かな生活を営めることを意味する。 

 

③生活モデル・社会モデル 
従来のリハビリテーションや障害者福祉は医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、ソーシャルワーカー、教員、指導員などの専門家が評価し、どのよう

なプログラムを実施するかを決定してきた。サービスの対象者として位置づけら

れた障害者は、それに黙って従わなければならないような雰囲気があった。この

ような専門家主導のサービス提供方法を「医学モデル」という。「医学モデル」

に対置する概念として「生活モデル]や「社会モデル」という用語が使われるよう

になった。「医学モデル」は、医者が患者個人の病気や悪い面に焦点を当てて治

療をするように、サービス利用者個人の病理、弱さ、マイナス面に着目し、治療・

援助をしたが、「生活モデル」や「社会モデル」の視点に立つ場合は、障害のあ

る人の障害にだけに着目するのではなく、障害と社会との関係性において課題（問

題）をとらえ、サービス利用者の生活状況や社会生活を全体の中で考え、解決策

を探そうとする。対象者の主体性、選択性、自己決定を尊重した援助方法である
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は、1982 年(昭和 57 年)に国連が採択した「障害者に関する世界行動計画」にお
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ため、「援助」という用語よりも、「支援」の用語のほうが現在は適切になって

いる。 

 
④エンパワメント 

エンパワメントは、アメリカにおける公民権運動との関わりの中で、ソーシャ

ルワークの分野で取り入れられた理念である。社会的に不利な状況に置かれた

人々の自己実現をめざしており、その人がかかえているハンディキャップやマイ

ナス面に着目して援助をするのではなく、その人のプラス面である長所・力・強

さに着目して支援する。このような支援方法により、サービス利用者が自分の能

力や長所に気づき、自分に自信がもてるようになり、自分のニーズを満たすため

に主体的に取り組めるようになることをめざしている。 

エンパワメントは、リカバリーと共通する概念である。 
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関と民間機関とのパートナーシップ、障害のある市民と障害のない市民とのパー

トナーシップなど、さまざまな協力関係、さまざまな機関の連携が重要である。 

 

⑥ノーマライゼーション 
ノーマライゼーションとは、「障害のある人もない人も、ともに地域や家庭に

おいて普通に生活できるような社会づくり」といえる。ノーマライゼーションの

理念は、障害のある人のみならず、高齢者や児童なども含む福祉全般に共通する

重要な理念であり、誰でもが個人として尊重され、偏見・差別を受けることなく、
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は、福祉サービスやさまざまなサービスの充実のほか、一般市民の理解を高める

ことも重要である。 

ノーマライゼーションを実現するためには、生活条件や環境条件を改善するこ

とにより、どのような障害をもつ人も地域で生活できるような「機会均等化」が

重要であるが、それと同時に、障害のある人についての一般市民の理解を高める

ためにも、また、機会を十分に活用するためにも、障害のある当事者の「社会生

活力」を身につけることが重要である。 
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⑦社会参加 
社会参加は「完全参加と平等」「機会均等化」「ノーマライゼーション」など

の目標や理念を実現するための具体的な実践である。障害のある人にとっての社

会参加は、いろいろな人との交流をしたり、自分にとって価値ある情報を得る活

動などをとおして、自分の生活を築き上げ、生活を豊かにするために非常に重要

である。 

社会参加を実現するためには本人自身の努力も大事であるが、社会参加を可能

とする生活条件や環境条件（手話通訳、要約筆記など）の整備も必要とされる。

社会参加のなかには教育、経済、政治、就労から、スポーツ、芸術、文化活動に

至るまで、地域における幅広い活動が含まれる。 

 

⑧サポート 
英語の support を日本語に翻訳すると「支援」となる。リハビリテーションは

「自立」をめざすが、自立はすべてを自分でできるようになることを意味してい

るのではない。しかし、自分でできることを増やし、自立度を高めることは、QOL

の高い生活をするためにも重要なことである。障害の重い人は、家庭生活、社会

生活、職業生活を何らかの援助や支援を受けないで営むことは困難である。 

日々の生活のなかで、自分ですべてのことができなくても、サポートを活用す

ることにより、生活を豊かにすることができる。さまざまな公的な福祉サービス

を権利として活用したり、家族、友達、職場の同僚、ボランティアなどのサポー

トを受けることにより、生活がしやすくなり、豊かな人間関係の中で、より楽し

い生活を送れるようになる。手話通訳や要約筆記などを含むサポートを活用する

ことは権利であることを認識できるようにし、必要なサポートを提供する体制を

作っていくことが大事である。社会生活力プログラムでは、このようなサポート

を適切に依頼できるようになることも学ぶ。 

 

 

（3）社会生活力プログラムの実施方法 

 
①プログラムの対象者 

社会生活力プログラムはどのような障害のある方々にも忚用して活用できる。

実施するときの対象人数は、1 対 1 や数人の尐人数から、10 名から 15 名程度の

グループでも実施が可能である。最も効果が大きいのは 6 名から 8 名程度の人数

であろうと想定している。このようなグループで実施することにより、お互いに

意見の交換ができ、お互いの経験を分かち合えるというメリットがある。また、

グループで学ぶことにより、社会性の向上も期待される。 
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②ファシリテーターの役割 
本プログラムにおいてはプログラムを実施する側を「ファシリテーター」とい

い、プログラムに参加する人を「参加者」という。実施する側を援助者や支援者

というと、参加者が所属する施設の職員と紛らわしいので、本プログラムではフ

ァシリテーターという。本プログラムは参加者や事務所の主体性・自立性・選択

性を尊重し、また、それらを引き出すことを大切にしているので、「訓練」とか

「指導」という用語をできるだけ使用しないこととしている。 

ファシリテーターは、具体的には、各種の障害関係施設の職員のほか、地域に

おいては、地域生活支援事業等において相談支援を担当している職員や当事者相

談員などを想定している。障害関係団体や障害当事者団体などにおいても、本マ

ニュアルを活用することにより、社会生活力を高める支援を実施することができ

る。また、特別支援教育・ろう教育に関わる教員が本プログラムを活用すること

も期待される。 

本プログラムを実施するファシリテーターは、プログラムを進めていく際には、

以下のような配慮をすることが望まれる。 

ア すべての参加者を温かく迎え、励まし、参加者の参加意欲が高まるようにす

る。 
イ 参加者の発言を肯定的に受け入れ、素晴らしい発言であったことをほめる。 
ウ 参加者の発言を本人の気持ちに添って整理し、参加者が上手に表現できなか

った場合には、他の参加者が理解しやすいように言い直したり、代弁する。 
エ 理解が難しい参加者には、他の参加者が発言した内容を、分かりやすい言葉

に言い直したり、分かりやすく整理する。 
オ 参加者間に対等な関係を築けるように配慮し、支援する。 
カ 発言が特定の参加者にならないように、すべての参加者が発言する機会を持

てるように配慮する。 
キ 参加者が自分達でグループを運営できるように支援する。 

 
③参加者に期待される役割と参加姿勢 

参加者は本プログラムに自主的に参加することが望ましいが、参加することを

躊躇している場合には、楽しそうなプログラム展開をオブザーバーとして見るこ

とにより、プログラムへの参加を促進できるであろう。参加者が本プログラムに

参加し、中断しないで継続して参加できるように、以下のような配慮をする。 

ア 本プログラムは参加者全員の積極的な参加により充実するものであるの

で、主体的な参加が望まれる。 
イ グループ討議において積極的な発言が望ましいが、どうしても発言したく

ないときには、発言を強制されることはない。 
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ウ 参加者の発言について、お互いに馬鹿にしたり、批判してはいけない。 
エ お互いの発言を尊重し合い、お互いにほめ、励まし合うことが大事である。 
オ うまく発言ができないときには、ファシリテーターが発言内容を代弁する

ことができるので、ファシリテーターに支援してもらう。 
カ プログラムの場で聞いた話は、一人ひとりのプライバシーを大事にし、外

では話さない。 
 

④実施する場所 
このプログラムを実施する場所としては、大まかに分けると「施設」と「地域」

等があげられる。施設については、障害者自立支援法による「日中活動の場」、

地域においては「自立訓練（生活訓練）事業」や「地域生活支援事業」を実施し

ている事業所などが想定される。 

実際に本プログラムを実施するときには、特別の部屋を必要としない。参加者

が入って座れるスペースがあれば実施可能であり、そこに机・いすやホワイトボ

ードなど、最低限必要な機材が置ければ十分である。具体的には、各種施設にお

ける訓練室、集会室、食堂など、障害当事者団体の会議室、公民館や福祉センタ

ー等における集会室なども活用できる。各種特別支援学校など、障害児のための

学校等において、高等部卒業後の社会生活準備プログラムとしての活用も効果的

であり、これらの学校の場において実施されることも期待される。 

 
⑤具体的な実施方法 

社会生活力プログラムにおける 25のモジュールは、各モジュールに学習目標 1、

学習目標 2、学習目標 3が設定されている。 

学習目標 1：そのモジュールのテーマについて、参加者はどのように理解して

いるか、そのテーマに関連してどのような生活をしているかを

自分で振り返ることを目的にしている。 
学習目標 2：学習目標 1 の学習をふまえて、そのモジュールについて十分に学

習し、体験をしてみて、そのテーマについての理解を深め、か

つ、その課題を実践できるような方法を学ぶ。 
学習目標 3：学習目標 1 と 2 の学習をふまえて、また、その学習課題を総括す

るために、一人ひとりが実際の生活において、自分で期間を設

定した実践計画を立てて取り組む。個々のニーズに忚じて、で

きることを増やすための実践・忚用編である。 
本プログラムにおいては、参加者の主体性、自立性等を引き出すためにグルー

プ討議、グループ学習、実際に行動にふみだすことができるようになるための演

習や体験学習、ロールプレイ、モデリングなどの方法を取り入れている。 
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また、参加者がどのモジュールを実施したいか、どのモジュールを選択するか

の判断に使用したり、学習の開始前と学習終了後に、自分の理解度を把握するた

めに、モジュールごとにアセスメントシートが用意されている。 
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く中で発生した課題や困難なことに対忚する力を身につけていくことにもなる。 
ウ 演習 

各モジュールにおいて、ワークシートなどが用意されている。これらの様式

を使用して、自分の考え方、自分が知っていること、調べたことなどを記入す

る。それぞれが記入した後に、差し支えのない範囲で、みんなの前で発表した

り、ワークシートに記入した内容に基づいて、グループ討議を行う。自分でワ

ークシートに記入することが困難な場合には、ファシリテーターが代筆したり、

他の参加者の援助を受ける等、参加者の中での協力態勢や工夫が求められ、こ

れらのプロセスが参加者の学習にとって重要な成果をもたらす。 
エ 体験学習 

地域において生活する際には、買い物、市町村役揚での各種の手続き、医療

機関の利用、交通機関の利用、郵便局、銀行の利用など、さまざまな場を実際

に利用できることが求められる。 
25 のモジュールにおいて、それぞれに関わりのある実際の場についてグルー
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プで討議したり、学習した後に、電車、バスを利用して外出したり、市町村役

場で手続きをしたり、郵便局や銀行でキャッシュカードを作成し、実際に ATM
（自動支払機）を使って金銭の出し入れの練習等をする。また、交番や消防署

などを見学したり、そこでの業務について説明を受けることも企画できる。 
オ ロールプレイ 

ロールプレイはさまざまな役割を自発的に演じてみることであり、役割演技

ともいわれる。 
最近は、ある場面を設定する一種のシミュレーション（想定場面）として、

さまざまな訓練の場で活用されている。具体的には、参加者が体験したことの

ない場面を設定し、実際に体験する前に練習をするとか、自分と異なる立場の

者の気持ちを理解するために行うとか、さまざまな実施方法が想定される。外

出先で道に迷ってしまい、通りががったひとに道を聞く練習をするなどのほか、

さまざまな揚面を工夫することが期待されている。 
カ モデリング 

モデリングとは、モデルを観察することによって、観察学習効果、抑制効果、

反忚促進効果などを期待する学習理論の一つの方法である。他者の行動や生活

の仕方を観察することにより、それと同様な行動を行えるようになったり、そ

のような生活をできるようになることを期待している。同じような障害をもつ

先輩や友だちの話を聞いたり、生活をしている状況を見ることにより、自分で

も実際にやってみたいとか、やれそうな自信をもって具体的に実践できるよう

になることをめざしている。 
キ アセスメント 

アセスメントは、日本語に訳すと「評価」となる。従来からの「評価」とい

う用語は、専門家が対象者を診断して評価するというような意味合いにとられ

がちであり、このような意味にとらえると、「医学モデル」に立つ援助になりが

ちなので、本プログラムでは、「アセスメント」という用語を用い、本人自身が

自分のニーズ、能力、知識の状態をどのように捉えるかを大事にしている。 
25 のモジュールのうち、どのモジュールを実施したいかを参加者本人が決定

するための目安として、社会生活力プログラムを開始する前に、各モジュール

のアセスメント表を使って、各モジュールの学習目標ごとにその理解度を自分

でアセスメントする。 
 
 
（4）社会生活力プログラムの構成 

知的障害・発達障害・高次脳機能障害のある方を主対象とする社会生活力プログラム

『自立を支援する社会生活力プログラム』の構成と、精神障害のある方を主対象とする
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社会生活力プログラム『地域生活を支援する社会生活力プログラム』は、それぞれ 5
部門から構成されている。各部門に 5 つずつのモジュールを配置し、合計 25 のモジュ

ールがある。各モジュールは参加者の希望とニーズにより、主体的に選択して実施する

こととされている。 
これら 2 つのプログラムの 5 部門、25 モジュール、3 つの学習目標は巻末の資料 3、

4 の通りである。それぞれの学習目標には、3 つから 6 つの学習課題が設定されている。

詳細については、『社会生活力プログラム・マニュアル』を参照されたい。 
 

社会生活力プログラムはわが国において開発されたプログラムであり、生活全般を対象

とし、グループで楽しく実施していくことを大事にしている。また、このプログラムは一

つのモデルとして提示しているものであり、この通りに実施しなくてもよいものである。

このプログラムを参考にして、対象者のニーズに合わせて実施していただくことを想定し

ている。 
今後、社会リハビリテーションの各種プログラムの実施方法等についての研修が全国各

地で実施され、自立訓練事業に従事する職員の生活が保障されるような報酬体系になり、

様々な障害のある方の地域での生活が豊かになることを期待したい。 
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資料１ 事前質問紙調査 
 

Ⅰ 貴事業所についてお伺いします。 

１ 利用者の現状についてお伺いします。 

①平成 22年 11 月における貴事業所の定員と１日あたり平均利用者数は何人でしたか？ 

多機能型の場合は合算した数値をご記入ください。 

利用定員 人 利用者数/日 人 

②平成 22年 11 月における貴事業所を利用されている方の障害別人数をお伺いします。 

 各障害について主たる障害別の人数をお答えください。 

身体障害者 人 

知的障害者 人 

精神障害者 人 

発達障害者 人 

上記以外の障害者 人 

 

２ 貴事業所が属する法人外の、以下の機関と一緒にケースカンファレンスを実施したこ

とはありますか？ 該当する機関すべてに○をつけてください。ない場合は「22．ない」

に○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．市町村    ２．相談支援事業所    ３．精神保健福祉センター 

４．発達障害者支援センター         ５．特別支援学校 

６．保健所    ７．障害者職業センター  ８．就業・生活支援センター 

９．民生児童委員 10．町内会・自治会    11．民間企業 

12．社会福祉協議会  13．地域包括支援センタ―  14．職業訓練校 

15．精神障害者社会復帰施設(旧法施設)    16．特別支援学校 

17．精神障害者福祉サービス提供事業所 18．知的障害者福祉サービス提供事業所 

19．リハビリテーション関連施設 20．精神科クリニック・精神科病院 

21．その他（具体的に                           ） 

22．ない 
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３ 利用者の利用終了後のアフターケアはどのようにしていますか？ 

  あてはまるものに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．定期的に利用者宅（GH 等含む）を訪問して、近況を聞いている。 

２．つないだ事業所や相談機関、行政から定期的に情報を得ている。 

３．特にアフターケアはしていない。 

４．その他 （具体的に以下に記載してください） 
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Ⅱ 今回調査対象となる５名の利用者のプロフィールについてお伺いします。 

仮に A～E 氏と表記しています。内容は利用が決定した時点のものをお答えくだ

さい。 

［A氏について（1人目）］ 

 

１ 性別  

２ 年齢 

 

３ 利用開始時期 

 

４ 利用終了時期 

 

５ 主たる障害 

 

 

 

６ 障害の状況 （具体的に箇条書きで記載してください） 

 

 

 

 

 

 

７ 家族状況について、①家族同居の有無 ②利用終了後受入先としての可否 ③障害の

有無をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．男性    ２．女性 

歳 

1．知的障害 2．精神障害  3．身体障害  4．発達障害 

5．その他（      ） 

 

① 
② 
 
③ 

西暦（     年）（      月） 

西暦（     年）（      月） 
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Ⅱ 今回調査対象となる５名の利用者のプロフィールについてお伺いします。 

仮に A～E 氏と表記しています。内容は利用が決定した時点のものをお答えくだ

さい。 

［A氏について（1人目）］ 

 

１ 性別  

２ 年齢 

 

３ 利用開始時期 

 

４ 利用終了時期 

 

５ 主たる障害 

 

 

 

６ 障害の状況 （具体的に箇条書きで記載してください） 

 

 

 

 

 

 

７ 家族状況について、①家族同居の有無 ②利用終了後受入先としての可否 ③障害の

有無をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．男性    ２．女性 

歳 

1．知的障害 2．精神障害  3．身体障害  4．発達障害 

5．その他（      ） 

 

① 
② 
 
③ 

西暦（     年）（      月） 

西暦（     年）（      月） 
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８ 経済状況について、①生活保護受給有無 ②年金受給状況 ③その他収入をお答えく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

９ 貴事業所を利用するに至った経緯をお答えください。 

 

 

 

 

 

 

10 個別支援の実施状況についてお答えください。 

  ①個別支援計画をたてていましたか？ 

 

 

 

 

  ②この方のためのケースカンファレンスは何回開催されましたか？ 

 

 

 

 

 

  ④当初の計画と比べて、長かったですか、短かったですか？ 

 

 

  ⑤利用終了後はどちらで生活されていますか？ 

 

 

 

 

 

① 
② 
 
③ 

 

１ たてている  ２ たてていないが、計画的に実践している。 

３ たてていない 

４ その他（                          ） 

ア．外部支援機関を交えての会議     （       回） 

イ．内部での利用者（その家族）との会議 （       回） 

ウ．スタッフ同士の会議         （       回） 

1．長くなった  2．計画どおりだった  3．短くなった 
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  ⑥どんなサービス（自立支援法における介護給付、訓練等給付など）を利用していま

すか？ 

   箇条書きでお書き下さい。 

 

 

 

 

 

  ⑦この方の支援について、特徴的な事柄を箇条書きでご記入ください。 

 

 

 

 

 

※同様の質問を 5ケース全てに行った。 
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  ⑥どんなサービス（自立支援法における介護給付、訓練等給付など）を利用していま

すか？ 

   箇条書きでお書き下さい。 

 

 

 

 

 

  ⑦この方の支援について、特徴的な事柄を箇条書きでご記入ください。 

 

 

 

 

 

※同様の質問を 5ケース全てに行った。 
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資料２ 生活訓練のプログラムに関するアンケート 
 

生活訓練のプログラムに関するアンケート 

についてのお願い 

 

 

「知的障害者・精神障害者・発達障害者の地域生活を目指した日常生活のスキルアッ

プのための支援の標準化に関する調査と事例集作成」調査研究事業について、これまで

に、貴事業所に関する資料、調査対象ケースに関する資料等をいただき、インタビュー

調査にもご協力をいただき、心から御礼申し上げます。 

 

厚労省からご推薦いただきました先駆的な事業所様は、非常に熱心に取り組んでこら

れ、成果も上げていらっしゃり、検討委員会委員は多くのことを学ばせていただきまし

た。また、事業所様によって、自立訓練（生活訓練）事業への取り組み方が異なること

も明らかになりました。 

 

 このような中で、本調査研究事業の最後の段階で、それぞれの事業所様における「生

活訓練」についての捉え方、自立訓練（生活訓練）事業実施上で直面していらっしゃる

困難なこと、また、本事業を今後全国的に推進していくためには、どのような改善が必

要か等について、率直なご意見をいただきたく、アンケート用紙を作成しました。 

 

 お忙しい中を誠に申し訳ありませんが、以下のアンケート項目について、可能な範囲

でご記入をいただきご返送をいただけますよう、お願い申し上げます。 

 

※貴事業所名をご記入の上、このページも一緒にご返送ください。 

 

 

事業所名：                              
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質問１  障害者自立支援法における自立訓練（生活訓練）事業についてお伺いします。 

 

自立訓練（生活訓練）事業には、①宿泊型自立訓練、②通所型自立訓練、③訪問によ

る生活訓練の３種類があります。貴事業所が取り組んでいる種類の自立訓練に○を付け、

その種類を選択された理由、また、実施する上で困っていること、今後、制度として改

善してほしいこと等をご記入下さい。 

種  類  選択した理由  実施上で困っていること、改善してほしいこと 

 

①宿泊型自立訓練 

 

 

 

 

②通所型自立訓練 

 

 

 

 

③訪問による生活

訓練 

 

 

 

  

 

質問２  生活訓練を実施するために参考にしているプログラム、貴事務所で作成された 

    プログラム等についてお伺いします。 

１ 貴事業所が参考にされているプログラム名をご記入下さい。（例えば、SST、TEACCH、 

  社会生活力プログラムなど） 
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質問１  障害者自立支援法における自立訓練（生活訓練）事業についてお伺いします。 

 

自立訓練（生活訓練）事業には、①宿泊型自立訓練、②通所型自立訓練、③訪問によ

る生活訓練の３種類があります。貴事業所が取り組んでいる種類の自立訓練に○を付け、

その種類を選択された理由、また、実施する上で困っていること、今後、制度として改

善してほしいこと等をご記入下さい。 

種  類  選択した理由  実施上で困っていること、改善してほしいこと 

 

①宿泊型自立訓練 

 

 

 

 

②通所型自立訓練 

 

 

 

 

③訪問による生活

訓練 

 

 

 

  

 

質問２  生活訓練を実施するために参考にしているプログラム、貴事務所で作成された 

    プログラム等についてお伺いします。 

１ 貴事業所が参考にされているプログラム名をご記入下さい。（例えば、SST、TEACCH、 

  社会生活力プログラムなど） 
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２ 貴事業所では、生活訓練としてどのような内容に取り組んでいるかについて、「社会 

  生活力プログラム」におけるモジュールを参考に、取り組んでいる項目に○をつけ、 

  独自の文章化・様式化したプログラムの有無、「社会生活力プログラム」を活用して 

  いるか、プログラム等はなく個別支援として実施しているか等についてご回答下さい。 

【精神障害関係】 

項目 

番号 

項目名 

（モジュール）※ 

実施 

して 

いる 

独自の文章化・様式化 

したプログラムあり 

社会生活力プロ 

グラムを活用 

プログラムや 

マニュアルはなく 

個別支援として実施 

１ 精神科医療     

２ 健康管理     

３ 食生活     

４ セルフケア     

５ 生活リズム     

６ 安全・危機管理     

７ 金銭管理     

８ すまい     

９ 掃除・整理     

10 買い物     

11 服装     

12 自分と病気・障害の理解     

13 コミュニケーション     

14 家族関係     

15 友人関係     

16 支援者との関係     

17 教育と学習     

18 就労生活     

19 恋愛・結婚・育児     

20 外出・余暇活動     

21 地域生活・社会参加     

22 障害福祉制度     

23 日中活動サービス     

24 地域生活サービス     

25 権利擁護     

※（「地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：精神障害のある人のため 

  に」中央法規、2009より） 
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【知的・発達障害関係】                                                         

項目 

番号 

項目名 

（モジュール）※ 

実施 

して 

いる 

独自の文章化・様式化 

したプログラムあり 

社会生活力プロ 

グラムを活用 

プログラムや 

マニュアルはなく 

個別支援として実施 

１ 健康管理     

２ 食生活     

３ セルフケア     

４ 時間管理     

５ 安全・危機管理     

６ 金銭管理     

７ すまい     

８ そうじ・整理     

９ 買い物     

10 衣類管理     

11 自分と障害の理解     

12 コミュニケーションと 

人間関係 

    

13 男女交際と性     

14 結婚     

15 育児     

16 情報     

17 外出     

18 働く     

19 余暇     

20 社会参加     

21 障害者福祉制度     

22 施設サービス     

23 地域サービス     

24 権利擁護     

25 サポート     

※（「自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳

機能障害のある人のために」中央法規、2007より）                               
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【知的・発達障害関係】                                                         

項目 

番号 

項目名 

（モジュール）※ 

実施 

して 

いる 

独自の文章化・様式化 

したプログラムあり 

社会生活力プロ 

グラムを活用 

プログラムや 

マニュアルはなく 

個別支援として実施 

１ 健康管理     

２ 食生活     

３ セルフケア     

４ 時間管理     

５ 安全・危機管理     

６ 金銭管理     

７ すまい     

８ そうじ・整理     

９ 買い物     

10 衣類管理     

11 自分と障害の理解     

12 コミュニケーションと 

人間関係 

    

13 男女交際と性     

14 結婚     

15 育児     

16 情報     

17 外出     

18 働く     

19 余暇     

20 社会参加     

21 障害者福祉制度     

22 施設サービス     

23 地域サービス     

24 権利擁護     

25 サポート     

※（「自立を支援する社会生活力プログラム・マニュアル：知的障害・発達障害・高次脳

機能障害のある人のために」中央法規、2007より）                               
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質問３ 自立訓練（生活訓練）事業を実施するに当たり、また、本事業の推進を図るため 

    には、今後、どのようなことが必要と思われますか。                     

１ 自立訓練（生活訓練）事業についての理解を深め、実施方法、内容等に関する研修会 

 

 

２ 担当する職員の確保 

 

 

３ 自立訓練（生活訓練）の報酬単価の改善 

 

 

 

 

４ その他（自由にご記入下さい。） 

 

※ お忙しい業務のなか、ご協力に心から感謝申し上げます。 



資料３ 自立を支援する社会生活力プログラム（SFAⅡ） 

144 

資料３ 自立を支援する社会生活力プログラム（SFAⅡ） 
 
第１部  生活の基礎をつくる 
 
モジュール１  健康管理 
学習目標 １ 健康な生活とは何かを知る 
学習目標 ２ 健康な生活をするための方法を学ぶ 
学習目標 ３ 健康でいきいきした生活をおくる 
 
モジュール２  食生活 
学習目標 １ 食事の大切さを知る 
学習目標 ２ 食事を用意する方法を学ぶ 
学習目標 ３ 食事を楽しんで豊かな生活をする 
 
モジュール３  セルフケア 
学習目標  １ セルフケアの大切さを知る 
学習目標  ２  セルフケアの方法を学ぶ 
学習目標  ３ セルフケアによって気持ちのよい生活をおくる 
 
モジュール４  時間管理 
学習目標 １ 自分の生活時間を考えて行動する 
学習目標 ２  まわりの人の生活時間を尊重することを学ぶ 
学習目標 ３  時間を計画的に使って充実した生活をおくる 
 
モジュール５  安全・危機管理 
学習目標 １ 危険なことを知る 
学習目標  ２  危険なことが起きたときの対処方法を学ぶ 
学習目標  ３  近所の人たちとともに安心した生活をする 
 
第２部  自分の生活をつくる 
 
モジュール６  金銭管理 
学習目標 １ お金の価値を知る 
学習目標  ２  お金を計画的・安全に使う方法を学ぶ 
学習目標  ３  お金を計画的に使い充実した生活をおくる 
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資料３ 自立を支援する社会生活力プログラム（SFAⅡ） 
 
第１部  生活の基礎をつくる 
 
モジュール１  健康管理 
学習目標 １ 健康な生活とは何かを知る 
学習目標 ２ 健康な生活をするための方法を学ぶ 
学習目標 ３ 健康でいきいきした生活をおくる 
 
モジュール２  食生活 
学習目標 １ 食事の大切さを知る 
学習目標 ２ 食事を用意する方法を学ぶ 
学習目標 ３ 食事を楽しんで豊かな生活をする 
 
モジュール３  セルフケア 
学習目標  １ セルフケアの大切さを知る 
学習目標  ２  セルフケアの方法を学ぶ 
学習目標  ３ セルフケアによって気持ちのよい生活をおくる 
 
モジュール４  時間管理 
学習目標 １ 自分の生活時間を考えて行動する 
学習目標 ２  まわりの人の生活時間を尊重することを学ぶ 
学習目標 ３  時間を計画的に使って充実した生活をおくる 
 
モジュール５  安全・危機管理 
学習目標 １ 危険なことを知る 
学習目標  ２  危険なことが起きたときの対処方法を学ぶ 
学習目標  ３  近所の人たちとともに安心した生活をする 
 
第２部  自分の生活をつくる 
 
モジュール６  金銭管理 
学習目標 １ お金の価値を知る 
学習目標  ２  お金を計画的・安全に使う方法を学ぶ 
学習目標  ３  お金を計画的に使い充実した生活をおくる 
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モジュール７ 住まい 
学習目標 １ どのような家に住みたいかがわかる 
学習目標  ２  住みたい家に住む方法がわかる 
学習目標  ３  住みたい家で快適に暮らす 
 
モジュール８  そうじ・整理 
学習目標 １ そうじ・整理の大切さを知る 
学習目標  ２  そうじ・整理の方法を学ぶ 
学習目標  ３ 清潔で快適な生活をおくる 
 
モジュール９  買い物 
学習目標 １ 生活に必要な物を知る 
学習目標  ２  買い物の仕方を学ぶ 
学習目標  ３  買い物を楽しんで豊かな生活をおくる 
 
モジュール 10  衣類管理 
学習目標 １ 服装の大切さを知る 
学習目標  ２  衣服の手入れの仕方を学ぶ 
学習目標  ３ 衣類管理をして気持ちのよい生活をする 
 
第３部 自分らしく生きる 
 
モジュール 11 自分と障害の理解 
学習目標 １ 自分を知る 
学習目標  ２  障害について学ぶ 
学習目標  ３  障害とともに自信をもって生きる 
 
モジュール 12  コミュニケーションと人間関係 
学習目標 １ コミュニケーションと人間関係の大切さを知る 
学習目標  ２  よりよいコミュニケーションの方法と人間関係を学ぶ 
学習目標  ３  積極的なコミュニケーションと人間関係により豊かに生きる 
 
モジュール 13  男女交際と性 
学習目標 １ 男女の違いを知る 
学習目標  ２  男女交際と性について学ぶ 
学習目標  ３ 男性・女性として自分らしく生きる 
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モジュール 14  結  婚 
学習目標 １ 結婚とはどんなことかを知る 
学習目標  ２  結婚生活について学ぶ 
学習目標  ３ 助け合って幸せな結婚生活をおくる 
 
モジュール 15  育  児 
学習目標 １ 育児とはどのようなことかを知る 
学習目標  ２  育児の方法を学ぶ 
学習目標  ３ 助け合って子どもを育てる 
 
第４部 社会参加する 
 
モジュール 16  情  報 
学習目標 １ 情報とは何かを知る 
学習目標  ２  情報を得る方法を学ぶ 
学習目標  ３  情報を活用して豊かな生活をおくる 
 
モジュール 17  外  出 
学習目標 １ 外出の大切さを知る 
学習目標  ２  外出の方法を学ぶ 
学習目標  ３  外出を楽しんで豊かな生活をおくる 
 
モジュール 18  働  く 
学習目標 １ 働くことの意味を知る 
学習目標 ２  自分に適した仕事をさがす方法を学ぶ 
学習目標 ３ 働くことにより豊かな生活をおくる 
 
モジュール 19  余  暇 
学習目標 １ 余暇について知る 
学習目標 ２  余暇を楽しむ方法を学ぶ 
学習目標  ３ 余暇を楽しんで豊かに生きる 
 
モジュール 20  社会参加 
学習目標 １ 社会参加について知る 
学習目標  ２  社会参加の方法を学ぶ 
学習目標  ３  積極的に社会参加する 
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モジュール 14  結  婚 
学習目標 １ 結婚とはどんなことかを知る 
学習目標  ２  結婚生活について学ぶ 
学習目標  ３ 助け合って幸せな結婚生活をおくる 
 
モジュール 15  育  児 
学習目標 １ 育児とはどのようなことかを知る 
学習目標  ２  育児の方法を学ぶ 
学習目標  ３ 助け合って子どもを育てる 
 
第４部 社会参加する 
 
モジュール 16  情  報 
学習目標 １ 情報とは何かを知る 
学習目標  ２  情報を得る方法を学ぶ 
学習目標  ３  情報を活用して豊かな生活をおくる 
 
モジュール 17  外  出 
学習目標 １ 外出の大切さを知る 
学習目標  ２  外出の方法を学ぶ 
学習目標  ３  外出を楽しんで豊かな生活をおくる 
 
モジュール 18  働  く 
学習目標 １ 働くことの意味を知る 
学習目標 ２  自分に適した仕事をさがす方法を学ぶ 
学習目標 ３ 働くことにより豊かな生活をおくる 
 
モジュール 19  余  暇 
学習目標 １ 余暇について知る 
学習目標 ２  余暇を楽しむ方法を学ぶ 
学習目標  ３ 余暇を楽しんで豊かに生きる 
 
モジュール 20  社会参加 
学習目標 １ 社会参加について知る 
学習目標  ２  社会参加の方法を学ぶ 
学習目標  ３  積極的に社会参加する 
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第５部 自分の権利をいかす 
 
モジュール 21  障害者福祉制度 
学習目標 １ 福祉とは何かを知る 
学習目標  ２  障害者福祉の制度について学ぶ 
学習目標  ３ 障害者福祉の制度を活用して充実した生活をおくる 
 
モジュール 22  施設サービス 
学習目標 １ 施設サービスとは何かを知る 
学習目標  ２  施設サービスを利用する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 施設サービスを利用して充実した生活をおくる 
 
モジュール 23  地域サービス 
学習目標 １ 地域サービスとは何かを知る 
学習目標  ２  地域サービスを利用する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 地域サービスを活用して充実した生活をおくる 
 
モジュール 24  権利擁護 
学習目標 １ 権利とは何かを知る 
学習目標 ２  権利をいかす方法を学ぶ 
学習目標 ３ 権利を主張し力強く生きる 
 
モジュール 25  サポート 
学習目標 １ サポートとは何かを知る 
学習目標  ２  サポートを依頼する方法を学ぶ 
学習目標  ３  サポートを活用して充実した生活をおくる 
 
出典：奥野英子・佐々木葉子他著『自立生活を支援する社会生活力プログラム・マニュア

ル―知的障害・発達障害・高次脳機能障害等のある人のために』中央法規出版、 
   2007 
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資料４ 地域生活を支援する社会生活力プログラム(SFAⅢ) 
 
第１部  生活の基礎をつくる 
 
モジュール１  精神科医療 
学習目標 １ 精神科医療の大切さを知る 
学習目標 ２ 精神疾患と上手につき合う方法を学ぶ  
学習目標 ３ 精神科医療を活用して安定した生活をおくる 
 
モジュール２  健康管理 
学習目標 １ 健康な生活の大切さを知る 
学習目標 ２ 健康な生活をするために必要なことを学ぶ 
学習目標 ３ 健康で安定した生活をおくる 
 
モジュール３ 食生活 
学習目標 １ 食生活の大切さを知る 
学習目標  ２ 食事を用意する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 健康によい食生活を楽しむ 
 
モジュール４ セルフケア 
学習目標  １ セルフケアの大切さを知る 
学習目標  ２ セルフケアの具体的な方法や注意点を学ぶ 
学習目標  ３ セルフケアによって、健康で快適な生活をおくる 
 
モジュール５ 生活リズム 
学習目標 １ 生活リズムの大切さを知る 
学習目標  ２ 生活リズムを整える方法を学ぶ        
学習目標  ３ 生活リズムを整え、安定した生活をおくる 
 
モジュール６ 安全・危機管理 
学習目標 １ 安全・危機管理の大切さを知る 
学習目標  ２ 危険なことの予防と対処方法を学ぶ 
学習目標  ３ 安全・危機管理により、安心・安全な生活をおくる 
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資料４ 地域生活を支援する社会生活力プログラム(SFAⅢ) 
 
第１部  生活の基礎をつくる 
 
モジュール１  精神科医療 
学習目標 １ 精神科医療の大切さを知る 
学習目標 ２ 精神疾患と上手につき合う方法を学ぶ  
学習目標 ３ 精神科医療を活用して安定した生活をおくる 
 
モジュール２  健康管理 
学習目標 １ 健康な生活の大切さを知る 
学習目標 ２ 健康な生活をするために必要なことを学ぶ 
学習目標 ３ 健康で安定した生活をおくる 
 
モジュール３ 食生活 
学習目標 １ 食生活の大切さを知る 
学習目標  ２ 食事を用意する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 健康によい食生活を楽しむ 
 
モジュール４ セルフケア 
学習目標  １ セルフケアの大切さを知る 
学習目標  ２ セルフケアの具体的な方法や注意点を学ぶ 
学習目標  ３ セルフケアによって、健康で快適な生活をおくる 
 
モジュール５ 生活リズム 
学習目標 １ 生活リズムの大切さを知る 
学習目標  ２ 生活リズムを整える方法を学ぶ        
学習目標  ３ 生活リズムを整え、安定した生活をおくる 
 
モジュール６ 安全・危機管理 
学習目標 １ 安全・危機管理の大切さを知る 
学習目標  ２ 危険なことの予防と対処方法を学ぶ 
学習目標  ３ 安全・危機管理により、安心・安全な生活をおくる 
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第２部  自分の生活をつくる 
 
モジュール７  金銭管理 
学習目標 １ 金銭管理の重要性を知る 
学習目標  ２  お金の計画的な使い方や管理方法を学ぶ 
学習目標 ３  お金を計画的に使い、充実した生活をおくる 
 
モジュール８ すまい 
学習目標 １ どのようなすまいが良いか知る 
学習目標  ２  自分に適したすまいに住む方法を学ぶ 
学習目標  ３  自分に適したすまいでで快適に暮らす 
 
モジュール９  掃除・整理 
学習目標 １ 掃除や整理の大切さを知る 
学習目標  ２  掃除・整理の方法を学ぶ 
学習目標  ３ 清潔で快適な生活をおくる 
 
モジュール 10  買い物 
学習目標 １ 買い物の大切さを知る 
学習目標  ２  買い物の仕方を学ぶ 
学習目標  ３  買い物を楽しんで自立した生活をおくる 
 
モジュール 11  服装 
学習目標 １ 服装の大切さを知る 
学習目標  ２  衣服管理や適切な服装を学ぶ 
学習目標  ３ 適切な服装により、快適な生活をする 
 
第３部 自分の理解とコミュニケーション 
 
モジュール 12 自分と病気・障害の理解 
学習目標 １ 自分を理解することの大切さを知る 
学習目標 ２  病気・障害とのつきあい方と自分の個性を学ぶ 
学習目標 ３  自分や病気・障害を理解し、充実した生活をおくる 
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モジュール 13  コミュニケーション 
学習目標 １ コミュニケーションの大切さを知る 
学習目標 ２  より良いコミュニケーションの方法を学ぶ 
学習目標 ３  上手なコミュニケーションにより、豊かな生活をおくる 
 
モジュール 14  家族関係 
学習目標 １ 家族関係の大切さを知る 
学習目標  ２  よりよい家族関係を築く方法を学ぶ 
学習目標  ３ 家族とともに幸せな生活をおくる 
 
モジュール 15  友人関係 
学習目標 １ 友人関係の大切さを知る 
学習目標  ２  友人関係を築く方法を学ぶ 
学習目標  ３ よい友人関係を築き、充実した生活をおくる 
 
モジュール 16  支援者との関係 
学習目標 １ 支援者との関係の大切さを知る 
学習目標 ２  支援者にはどのような人がいるか学ぶ 
学習目標  ３ 支援者の協力を得て、充実した生活をおくる 
 
第４部 地域生活 
 
モジュール 17  教育と学習 
学習目標 １ 教育と学習の意義を知る 
学習目標 ２  教育と学習を実現する方法を学ぶ 
学習目標 ３  教育や学習によって、豊かな生活をおくる 
 
モジュール 18  就労生活 
学習目標 １ 働くことの意味を考える 
学習目標  ２  自分に適した仕事の探し方・続け方を学ぶ 
学習目標  ３ 就労により豊かな生活をおくる 
 
モジュール 19  恋愛・結婚・子育て 
学習目標 １ 恋愛・結婚・子育ての意味を知る 
学習目標  ２  恋愛・結婚・子育てについて学ぶ 
学習目標  ３ 男女交際や結婚生活により、幸せな生活をおくる 
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モジュール 13  コミュニケーション 
学習目標 １ コミュニケーションの大切さを知る 
学習目標 ２  より良いコミュニケーションの方法を学ぶ 
学習目標 ３  上手なコミュニケーションにより、豊かな生活をおくる 
 
モジュール 14  家族関係 
学習目標 １ 家族関係の大切さを知る 
学習目標  ２  よりよい家族関係を築く方法を学ぶ 
学習目標  ３ 家族とともに幸せな生活をおくる 
 
モジュール 15  友人関係 
学習目標 １ 友人関係の大切さを知る 
学習目標  ２  友人関係を築く方法を学ぶ 
学習目標  ３ よい友人関係を築き、充実した生活をおくる 
 
モジュール 16  支援者との関係 
学習目標 １ 支援者との関係の大切さを知る 
学習目標 ２  支援者にはどのような人がいるか学ぶ 
学習目標  ３ 支援者の協力を得て、充実した生活をおくる 
 
第４部 地域生活 
 
モジュール 17  教育と学習 
学習目標 １ 教育と学習の意義を知る 
学習目標 ２  教育と学習を実現する方法を学ぶ 
学習目標 ３  教育や学習によって、豊かな生活をおくる 
 
モジュール 18  就労生活 
学習目標 １ 働くことの意味を考える 
学習目標  ２  自分に適した仕事の探し方・続け方を学ぶ 
学習目標  ３ 就労により豊かな生活をおくる 
 
モジュール 19  恋愛・結婚・子育て 
学習目標 １ 恋愛・結婚・子育ての意味を知る 
学習目標  ２  恋愛・結婚・子育てについて学ぶ 
学習目標  ３ 男女交際や結婚生活により、幸せな生活をおくる 
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モジュール 20  外出・余暇活動 
学習目標 １ 外出・余暇活動について知る 
学習目標 ２ 外出・余暇を楽しむ方法を学ぶ 
学習目標  ３  外出・余暇活動により、楽しい生活をする 
 
モジュール 21  地域生活・社会参加 
学習目標 １ 地域生活・社会参加の重要性を知る 
学習目標  ２  地域生活・社会参加の方法を学ぶ 
学習目標  ３ 積極的に地域生活・社会参加をする 
 
第５部 自分の権利をいかす 
 
モジュール 22  障害福祉制度 
学習目標 １ 障害福祉の大切さを知る 
学習目標  ２  障害福祉制度を学ぶ 
学習目標  ３ 障害福祉制度を正しく理解する 
 
モジュール 23  日中活動サービス 
学習目標 １ 日中活動サービスの大切さを知る 
学習目標  ２  日中活動サービスを利用する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 日中活動サービスを利用して充実した生活をおくる 
 
モジュール 24  地域生活サービス 
学習目標 １ 地域生活サービスの大切さを知る 
学習目標  ２  地域生活サービスを利用する方法を学ぶ 
学習目標  ３ 地域生活サービスを利用し、充実した生活をおくる 
 
モジュール 25  権利擁護 
学習目標 １ 権利の大切さを知る 
学習目標  ２  権利をいかす方法を学ぶ 
学習目標  ３ 権利をいかし力強く生きる 
 
出典：奥野英子・野中猛編著『地域生活を支援する社会生活力プログラム・マニュアル―

精神障害のある人のために』中央法規出版、2009 
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